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替
業
抵
鷹
止
諦
世
帯
す
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(
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競
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0
0
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一
ニ
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皆

業

税

康

止

論

を

評

す

(
二
・
牢
ん
)

JI¥ 

郷

太

部

目

世

第

緒
官

、~司-'

前
腕
掲
載

第

替
業
紐
底
止
論
者
四
諭
蛾

租
税
凪
直
系
論
よ
り
視
た
る
替
業
枕
陵
止
論

第第
四

園管
栂業
轡稔
柴田

童書
j¥: よ
諭り
主 観
地た
方る
瞥偉
業業
積枕

殴
止
論、・-..-旬、J

本
般

事

第
五

第
プミt

結
論

第
四

営
業
税
の
本
質
よ
り
観
た
る
常
業
税
麿
止
論

血
官
業
税
藤
止
論
は
、
前
就
に
於
て
論
じ
た
る
が
如
〈
、
租
税
鵠
系
論
の
上
よ
り
視

τ、
根
本
的
に
謀
ウ
て
ゐ
る

の
み
な
ら
争
、
論
者
が
其
沿
草
的
理
由
Z
し
て
力
守
し
て
ゐ
る
所
に
於
て
誤
h
・
論
者
が
其
思
想
問
題
に
闘
聯
す

る
正
し
て
力
説
す
る
所
に
於
て
繰
っ
て
ゐ
る
。
ぞ
こ
で
論
者
は
逃
げ
場
を
管
業
枕
の
本
質
に
求
め
、
品
目
業
税
の
本

質
に
闘
し
一
積
濁
特
の
見
解
を
下
し
て
ゐ
る
。
輔
嫁
説
、
行
唖
岬
稔
説
、
労
働
枕
設
は
郎
も
そ
れ
で
あ
る
。
私
は
之



よ

b
順
失
に
此
等
の
設
を
批
評
し
、
併
せ
て
産
業
阻
害
設
に
も
論
及
し
ゃ
う
ご
息
ふ
。

輔
嫁
訟
の
批
蹄

管
業
税
杢
摩
地
租
軽
減
古
い
ふ
主
張
は
、
商
工
業
者
ご
農
民
正
の
聞
に
負
搭
山
権
衡
を
失
は
し
な
る
ニ
己

に
な
る
ニ
ご
は
、
前
競
に
述
べ
た
通
b
で
あ
る
。
買
業
同
志
曾
は
此
批
難
を
免
れ
ん
が
縛
め
に
、
修
業
税
金
康
に

依
っ
て
最
も
多
く
刺
盆
す
る
者
は
農
民
で
あ
る
ご
設
〈
に
至
っ
た
。
英
理
由
を
問
へ
ば
、
管
業
枕
は
樽
嫁
す
る
か

ら
で
あ
る
ご
答
ふ
る
の
で
あ
る
。
森
田
氏
の
提
案
理
由
説
明
の
中
に
、
銑
に
比
(
迭
の
消
息
が
窺
は
れ
て
ゐ
た
が
、

武
藤
氏
は
真
に
之
を
明
に
し
て
日
〈
、

我
鴎
民
ノ
大
多
町
ハ
管
業
柏
山
商
人
ガ
蹄
フ
モ
ノ
グ
、
織
物
語
ハ
工
業
主
ガ
摘
フ
モ
ノ
グ
ト
新
ウ
誤
解
ヲ
シ
ア
居
ル
、
其
経
済
上
ノ
拠
謬
ュ
日
本

ノ
財
政
ノ
非
常
ナ
鰐
ガ
挽
抵
ヲ
シ
テ
牌
ル
ト
息
7
、
管
業
軸
ρ
商
人
ガ
捌
フ
、
軸
物
枕
ハ
工
業
主
ガ
抑
7

ヨ
ト
ハ
抑
フ
ケ
レ
ド
毛
、

u
y

レ
ガ
線
ア
ノ

叉
日物
(ノ
、，)値

民

襲
サ
レ

テ

車
t 
O 

此
替
業
括
』
刀
駿
止
サ
レ
タ
ト
一
耳
ツ
タ
所
F
・
替
業
者
ガ
儲
ケ
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
、
物
品
ノ
よ
一
二
脚
爆
ザ
レ
テ
一
般
ノ
消
費
者
ガ
負
強
ス
ル
ノ
ヂ
ア

ル
、
何
主
骨
業
者
自
己
ノ
鋳
=
士
陵
ヲ
叫
シ
デ
居
ル
ノ
ヂ
ナ
イ
。

此
の
如
〈
武
藤
氏
は
、
管
業
殺
を
以
て
織
物
消
費
税
Z
同
様
に
轄
嫁
す
る
税
で
あ
る
ご
説
〈
の
で
ゐ
る
。
所
で

織
物
我
は
明
に
間
接
税
で
ゐ
る
、
之
芭
同
様
に
傍
業
税
を
踊
る
さ
す
れ
ば
、
武
藤
氏
は
管
業
税
を
も
間
接
税
吉
見

て
ゐ
る
の
で
な
い
か
芭
疑
は
れ
る
o

私
は
斯
〈
疑
ふ
て
、
之
を
武
藤
氏
に
質
す
ご
、
氏
は
之
に
答
〈
て
、

時

替
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(
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五
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一

o
一
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時

f宵

此
官
業
秘
庇
止
論
を
評
ナ

七
三
一
六

第
十
九
谷

(
第
宜
銃
一

o
一)

間
宇
詑
よ
カ
ラ
申
シ
ア
ハ
、
御
事
ネ
品
ナ
ル
マ
」
ア
毛
ナ
夕
、
直
鵠
積
一
一
相
過
ア
リ
マ
セ
ヌ
、
併
シ
乍
ヲ
私
ハ
到
底
単
説
ノ
桟
イ
者
ヂ
、
小
川
先
生
一
一

期
ノ
如
キ
事
ヲ
申
ス
ノ
ハ
怯
一
グ
加
何
力
ト
考
へ
マ
ヌ
庁
、
注
高
ノ
経
済
問
阜
ノ

mp
詑
ハ
直
接
税
モ
鞠
嫁
ス
ル

l
一
耳
フ
、
迂
車
ノ
経
済
事
者
ハ
、
英
米
ト

毛
共
議
論
ヲ
主
眼
ス
ル
大
ガ
非
常
『
一
多
イ
ヤ
ウ
承
知
シ
テ
居
ル
ノ
ヂ
ア
リ
マ
シ
テ
、
替
業
橋
戸
直
接
枕
」
ア
ア
ル
ケ
レ

p
モ
、
先
振
り
物
ノ
値
段
こ
い
牌

嫁
λ

ル
性
質
ヲ
持
ツ
テ
居
ル
モ
ノ

rト
私
ρ

信
ジ
テ
居
リ
マ
ス
。

正
吾
一
口
は
れ
て
ゐ
る
o

武
藤
氏
は
営
業
税
は
貰
接
税
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
樽
嫁
す
る
税
で
あ
る
ご
一
玄
ふ
の
で
あ
る
。

私
は
弦
に
直
接
税
が
鱒
嫁
す
る
hr
せ
ね
炉
吉
一
-A
ふ
一
般
命
題
を
解
〈
限
を
持
っ
て
ゐ
な
い
。
唯
問
題
ご
な
っ
て
ゐ

る
轡
業
税
が
碑
嫁
す
る
か
せ
ぬ
か
を
明
に
し
て
見
た
い
。

武
藤
氏
は
管
業
税
を
以
て
一
般
的
に
原
則
ご
し
て
鱒
嫁
す
る
も
の
で
あ
る
ご
!
一
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、

私
の
見
る
所
に
依
れ
ば
、
崎
営
業
税
は
原
則
Z
し

τ稗
嫁
せ
な
い
も

ωで
あ
る
、
例
外
さ
し
て
時
に
鞠
嫁
す
る
こ
芭

な
い
ご
も
限
ら
ぬ
。

)

。

。

。

。

ο
。
。
。

1

一
盤
、
傍
業
税
立
法
の
趣
旨
か
ら
レ
へ
ば
、
商
工
業
者
じ
謀
し
商
工
業
者
に
負
捻
せ
し
め
ん
ご
す
る
も
の
で

。

っ

。

。

。

ゐ
つ

τ、
決
し
て
時
嫁

ee期
待
し
亡
ゐ
る
も
の
で
な
い
こ
ご
は
明
白
で
あ
る
。
之
を
我
図
の
皮
質
に
就
て
見

τ

も
、
修
業
税
は
農
民
が
地
租
を
負
擦
せ
る
仁
品
到
し
商
工
業
者
の
負
携
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
殺
で
あ
る
ご
し
て
之

T
起
し

た
も
の
で
め
る
o

是
が
故
に
我
闘
の
立
法
は
其
嘗
初
に
於

τ、
融
営
業
税
が
農
民
主
(
他
一
般
人
民
に
特
嫁
す
る
も
の

Z 
(ヨ)考
之八
を て
賞。ゐ
際。な
上。か
かっ
ち 1:
見の
るで
にあ

る。

本誌両iJ披>03目以下1) 



a
明
に
鴨
嫁
せ
な
い
も
の
が
少
〈
な
い
o

今
之
を
数
へ
ん
に
、
銀
行
、
保
険
、
無
謀
、
物
日
間
貸
付
、
製
造
、

印
刷
、
出
版
、
潟
翼
、
運
送
、
運
河
、
桟
橋
、
帥
附
舶
碇
繋
場
、
貨
物
陸
揚
場
等
の
詩
業
に
劃
す
る
修
業
税
は
、
資

本
金
額
及
従
業
者
を
課
税
標
準
ご
し
て
課
す
る
の
で
あ
る
が
、

J

如
何
に
芙
税
が
各
人
の
抑
ふ
ぺ
き
貸
付
利
子
、
保

険
掛
金
、
無
者
掛
金
、
物
品
貸
付
料
、
製
遺
品
の
債
格
、
印
刷
料
、
出
版
書
籍
の
代
償
、
潟
異
料
、
運
賃
其
他
交

通
機
関
の
使
用
料
金
の
上
に
加
は
っ
て
行
〈
ぺ
き
か
、
殆
A
ど
之
を
想
像
す
る
こ
ご
が
出
来
ぬ
。

叉
倉
庫
、

席
、
料
理
服
、
旅
人
宿
等
の
諸
業
仁
鵬
到
す
る
管
業
税
は
、
皆
建
物
賃
貸
債
格
ご
従
業
者
ご
を
課
税
標
準

ξ
L
τ
之

を
課
し
て
ゐ
る
が
、
是
れ
亦
如
何
仁
し
て
其
税
が
倉
庫
料
、
席
貸
料
、
料
理
品
の
師
団
格
、
宿
料
等
に
加
は
つ

τ行

之
を
想
像
す
る
こ
Z

M

Y

出
家
向
。
な
の
此
疑
問
に
幅
劃
し
て
、
武
藤
氏
は
答
へ
て
、

ぐ
べ
き
か
、

或
ρ

一
部
銀
行
家
ヲ
訪
ネ
テ
、
銀
行
ノ
管
業
時
ヲ
利
子
ノ
上
二
課
ケ
テ
居
ル
カ
ト
吉
ハ
レ
タ
ラ
、
ソ
レ

ρ

或
ハ
謀
ケ
テ
居
ラ
ヌ
ト
言
ノ
カ
毛
知
レ

マ
セ
男
、
他
ノ
工
業
家
ヲ
訪
ネ
テ
課
ケ
テ
居
ル
刀
ト
言
ァ
ト
、
課
ケ
テ
居
ラ
ヌ
ト
申
ス
カ
モ
知
レ
マ
セ
ヌ
。

ご
濁
し

τ
居
ら
れ
る
0

3
う
し
て
見
る
ご
武
藤
氏
が
管
業
税
を
以
て
樽
嫁
す
る
税
で
あ
る
ご
概
括
的
に
論
中
る
は

設
で
あ
る
ご
請
は
ね
ば
な
ら
両
。
或
は
武
藤
氏
の
眠
中
に
す
る
所
は
物
品
販
寅
業
の
み
で
は
な
い
か
ご
忠
は
れ
る

の
で
ゐ
る
。

)
。
。
。
。
。

b
物
品
販
責
業
に
於
て
は
、
買
上
金
高
ご
従
業
者
ご
を
課
税
棋
準
ご
し
て
課
す
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
が
如
何

に
L
て
商
品
の
舗
に
時
嫁
し
て
行
〈
炉
、
先
つ
武
藤
氏
の
詑
明
を
聴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
氏
日
〈
、

時

論

(
第
五
耕
一

O
一一一)
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替
業
暗
殴
止
論
を
許
す

第
十
九
谷

貸

前掲委員合議錐第四回 8頁

向上 8-9頁
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2) 



時

替
業
稔
鹿
止
論
を
辞
す

論

第
十
九
巻

(
第
五
統
一

O
四
)

士一ニ

λ

替
業
砥
ハ
物
ノ
値
段
z
聯
線
九
ル
伸
質
ヲ
持
ツ
ア
居
ル
毛
ノ
グ
ト
私
ハ
信
ジ
テ
居
リ
マ
ス
、
其
理
由
ノ
一
斑
ヲ
申
シ
マ
ス
ト
:
・
-
:
:
大
位
轡
業

税
ヲ
抑
7
人
《
ド
ウ
云
フ
人
ガ
抑
ア
カ
ト
一
再
フ
ト
、
非
常
ナ
多
一
般
ノ
小
買
業
者
、
ソ
レ
カ
ラ
卸
資
業
者
、
是
ガ
日
本
デ
非
官
ナ
多
監
ヲ
占
メ
テ
居
ル

、

4.、
、
、
、
‘
、
、
、
、
、
、
、

ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
此
卸
買
業
者
ト
小
貰
業
者
て
替
業
松
川
所
得
=
課
ケ
ラ
レ
ル
モ
ノ
デ
ア

p
マ
ス
、
ド
ノ
位
脅
業
秘
ヲ
抑
ハ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ

、
、
‘
.
、
、
、
.
、
、
、
、

.. 
、
、
、
、
、
‘
.
、
、

.. 
、
、
、
、

.

.
 、
.
、
.
、
、
、

.

.
 、
、
、
、
、
、
、
、
、

カ
ト
云
7

2

ト
ガ
分
ヲ
ナ
イ
カ
ヲ
、
安
心
ガ
出
車
ナ
イ
カ
ラ
、
初
メ
カ
ラ
貰
ル
ト
キ
昌
管
業
柚
ヲ
悶
銭
ノ
中
品
入
レ
ル
、
是
ハ
事
賞
入
レ
マ
ス
、
入

レ
ナ
ケ
レ
バ

y
レ
ハ
連
モ
商
フ
コ
ト
ガ
出
車
マ
セ
モ
:
:
:
:
大
部
分
ノ
日
本
メ
卸
買
業
者
ト
小
貰
護
者
ハ
瞥
業
粧
一
一
隅
マ
サ
レ
テ
、
此
管
業
酷

ハ
二
六
時
中
頭
7
圭
ヲ
ナ
ィ
、
ソ
コ
デ
物
7
貰
ル
ト
キ
モ
、
替
業
種
ハ
A
Y
年
艶
ラ
取
ラ
レ
ル
淘
モ
知
レ
ヌ
カ
ヲ
、
替
業
結
ハ
曲
四
撃
手
艶
料
一
一
一
輯
ケ
テ

置
カ
ナ
ケ
レ
バ
イ
カ
ヌ
ゾ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
底
ノ
者
=
主
人
ガ
言
付
ケ
ル
、
足
ヤ
山
事
質
物
J

値
段
ノ
上
=
開
総
サ
レ
ル
直
接
酷
デ
ア
ル
ト
.
新
ウ
信
d

テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

果
然
武
藤
氏

ω論
A
Y
る
所
は
卸
寅
業
者
吉
小
買
業
者
の
み
で
あ
る
o

而
し
て
此
武
藤
氏
の
設
明
に
就
て
は
色
々

の
疑
が
起
る
。

イ
一
穂
、
租
税
の
鱒
嫁
ご
は
私
経
済
的
流
通
に
依
っ
て
租
税
の
負
携
が
納
税
者
よ
り
他
に
移
b
行
〈
こ
芭

を
い
ふ
。
従
っ
て
租
税
の
縛
嫁
す
る
前
に
税
額
は
一
定
し
て
居
ら
ね
ば
な
ら
必
。
所
が
武
藤
氏
の
説
明
に
依
る

吉
、
ど
の
位
管
業
税
を
携
は
ね
ば
な
ら
ぬ
か
分
ら
ぬ
か
ら
商
品
を
頁
る
Z
き
に
口
銭
の
中
に
替
業
税
を
入
れ
る
ぜ

い
ふ
の
で
あ
る
が
、
笹
野
末
税
額
が
幾
叩
刊
か
品
川
ら
町
の
口
、
い
洲
町
川
に
い
?
「
れ
を
口
智

ω中
に
口
八
れ
て
鴇
嫁
せ
い
い
U

る
の
で
あ
る
か
、
私

ω理
解
仁
苦
し
む
所
で
あ
る
。

ロ
各
管
業
者

ω各
年
度
に
納
む
べ
き
管
業
税
の
額
は
、
毎
年
三
月
末
日
迄
に
決
定
す
る
こ
芭
に
な
っ
て
ゐ

る
が
、
其
時
に
確
か
に
定
め
難
き
も
の
は
其
一
年
間
に
取
引
す
べ
き
商
品
の
数
量
で
ゐ
る
、
ぞ
れ
は
恐
ら
(
濠
想

捕者、租積諭 205頁以下1) 



す
る
こ
ご
す
ら
出
家
主
い
。
然
る
以
上
は
、
替
業
税
額
を
各
商
品
仁
割
b
嘗

τる
ニ
芭
が
出
来
凶
、
従
っ
て
各
商

品
に
付
き
鞠
嫁
す
べ
き
税
額
は
品
川
ら
旧
制
己
い
は
ね
β
な
ら
ぬ
。
勿
論
課
税
棋
準
た
る
寅
上
金
高
は
前
年
の
賞
蹟
に

依
っ
て
之
を
定
む
る
の
で
ゐ
る
が
、
前
年
の
質
蹟
は
其
年
の
寅
蹟
さ
同
じ
く
な
い
、
如
何
に

L
て
茸
一
年
に
寅
る
べ

き
商
品
の
位
協
の
中
に
其
商
品
に
割
嘗

τら
る
べ
き
替
業
税
額
を
加
へ
て
行
く
こ
ご
が
出
来
る
か
、
且
疋
れ
亦
私
の

理
解
し
得
な
い
所
で
あ
る
。

F

以
上
越
ぷ
る
が
如
〈
、
物
品
販
貢
業
に
就
て
替
業
枕

ω
輔
嫁
す
る
街
路
が
明
で
な
い
、
此
貼
に
闘
し
夏

仁
武
藤
氏

ω説
を
聴
い
て
見
る
ご
、
氏
は
例
を
示
し
て
左
の
如
く
説
明
し

τゐ
る
、
日
(
、

替
業
相
ハ
商
人
ガ
掬
ァ
、
織
物
積
ρ

工
業
主
ガ
抑
ア
ヨ
ト
ハ
抑
ア
ゲ
レ

γ
モ
、
ソ
レ
ガ
穂
テ
ノ
物
ノ
値
段
一
一
一
脚
掠
サ
レ
ア
車
ル
、
例
へ
パ
絹
綿
交

椴
ノ
反
物
ヲ
宜
闘
デ
貿
ヘ
バ
、
其
玉
岡
a
F

中
ユ
ハ
、
拾
銭
ノ
替
業
枕
ト
宜
措
銭
ノ
織
物
税
ガ
今
日
ハ
附
イ
テ
周
ル
、
戸
カ
ラ
絹
綿
交
織
ノ
反
物
プ
買

ア
入
ハ
五
拾
錦
ノ
軸
物
税
ト
拾
鈍
ノ
替
業
租
ヲ
掛
ツ
テ
居
ル
。

此
説
明
は
能
〈
n
T
ら
ぬ
が
、
絹
綿
交
織
の
反
物
五
回
を
真
上
金
古

L
、
之
に
法
定
の
税
率
を
乗
じ
て
算
出
し
た

も
の
か
古
忠
は
れ
る
o
巣
し
て
然
h
ご
せ
ば
、
残
に
二
の
事
費
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
の
第
一
は
、
武
藤
氏
が

各
替
業
者
の
納
む
ぺ
き
且
官
業
税
総
額
を
商
品
の
寅
買
総
額
仁
割
b
嘗
て
、
商
品
卸
に
轄
嫁
す
べ
き
柑
営
業
税
制
を
見

出
す
の
煩
を
遊
灯
、
各
商
品
の
値
段
仁
法
定
税
率
を
乗
じ
た
る
額
を
以
て
直
に
稗
嫁
す
べ
き
税
額
で
あ
る
ご

L
た

こ
さ
で
あ
る
。
是
に
至
っ
て
更
に
商
人
の
事
賞
納
付
す
る
偉
業
税
額
己
貸
主
に
樽
嫁
せ
し
む
る
営
業
税
総
額
ご
は

時

論

七

九

管
業
粧
底
止
論
を
許
す

(
第
五
統
一

O
E』

第
十
九
巻

前掲委員合議録第四回 2頁1) 



時

論

替

業

積

鹿

止

論

を

評

ナ

非
常
に
相
違
す
る
こ
子
ぜ
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
ご
な
れ
ば
前
者
は
前
年
の
賓
館
に
依
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
る

第
十
九
巻

へ
第
五
規
一

O
六
)

七
回
。

に
反
し
、
後
者
は
其
年
の
成
績
に
依
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
め
る
。

そ
の
第
二
は
、

武
藤
氏
が
物
品
販
責
業
の
崎
営
業
税
額
を
計
算
す
る
に
際
じ
、
従
業
者
を
課
税
標
準
ご
す
る
分
を

さ
う
な
る
ご
従
業
者
を
課
税
標
準
ご
す
る
替
業
税
額
は
鴇
嫁
せ
ぬ
も
の
ご
認
め
ね
ば
な

ら、除
ぬ、外

7こ

吉

で
あ
る

此
の
如
〈
論
じ
来
れ
ば
、
武
藤
氏
の
鱒
嫁
読
は
物
品
販
資
業
の
責
上
金
高
に
劃
す
る
税
額
に
限
ら
れ
た
る
も
の

Z
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

、

，

，

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

、

、

、

、

、

、

、

C

兎
に
進
ん
で
物
品
販
貢
業
の
買
上
金
高
に
謝
す
る
税
額
に
就
て
之
を
考
ふ
る
も
、
そ
が
絶
動
的
に
時
嫁
す

る
も
の
ご
見
る
は
、
営
を
得
な
い
。
武
藤
氏
は
商
人
が
口
銭
の
中
に
管
業
殺
を
入
れ
な
け
れ
ば
商
ふ
こ
苫
が
出
来

ぬ
さ
断
じ
て
ゐ
る
o

そ
の
論
法
よ
h
せ
ば
、
描
官
業
税
は
如
何
な
る
経
済
界
の
奴
態
た
る
を
悶
は
令
例
外
な
(
特
嫁

す
る
も
の
で
あ
る
ぜ
見
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
織
物
消
費
税
の
如
き
、
間
接
税
の
看
板
を
打
っ
て
ゐ
る
も
の

で
あ
っ
て
も
、
鞠
嫁
は
常
に
行
は
れ
る
ご
限
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
ば
、
需
要
者
の
購
買
カ
が
減
宇
る
場
合
、
需
要
者

が
節
約
を
守
る
場
合
、
需
要
者
が
他
の
代
用
品
を
以
て
我
慢
す
る
場
合
、
需
要
者
が
消
費
組
合
等
を
作
h
J
自
衛
的

に
協
同
的
態
度
を
採
る
場
合
に
於
て
は
、
和
税
額
だ
け
物
債
を
高
く
す
る
ヨ
}
ご
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
o

織
物

税
の
如
き
消
費
税
に
於
て
す
ら
猶
且
然
り
、

営
業
税
は
鴇
嫁
す
る
殺
で
あ
る
ご
し
て
も
、

経
済
界
の
一
紋
態
如
何
に

拙著、私説諭 251頁以下



依
り
て
は
鴇
妹
せ
な
い
こ
ご
が
ゐ
る
芭
断
壱
ね
ば
な
る
ま
い
。
彼
の
主
人
が
庖
員
に
向
っ
て
管
業
税
を
口
銭
の
中

に
加
へ
よ
ご
命
令
す
れ
ば
、
常
に
且
官
業
税
の
樽
嫁
を
招
徐
す
る
ご
い
ふ
が
如
、
吉
は
、
物
の
値
段
は
常
に
供
給
渚
の

濁
り
考
で
決
せ
ら
る
、
-
}
子
宮
主
張
す
る
に
外
な
ら
ぬ
、
経
済
界
の
費
紋
を
'
無
視
し
た
る
設
吉
一
式
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
上
論
宇
る
所
に
依
つ

τ之
を
観
れ
ば
、
時
世
間
業
税
の
轄
嫁
設
は
銀
行
業
や
製
遣
業
其
他
の
倍
業
の
如
、
さ
資
本
額

ご
従
業
者
ご
を
課
枕
標
準
ご
す
る
も
の
に
あ
り
て
は
、
之
を
適
用
す
ぺ
き
限
り
で
な
〈
、
物
品
販
買
業
に
あ
h
て

も
、
従
業
者
を
課
税
標
準
ご
し
て
謀
す
る
も
の
に
濁
し
て
は
之
を
、
通
用
す
る
限
り
で
な
〈
、
濁
り
責
上
金
高
を
課

税
標
準
ご
し
て
課
す
る
も
の
を
眼
中
に
し
て
ゐ
る
が
、
比
場
合
に
於
て
も
論
者
の
唱
ム
る
所
の
樽
嫁
は
、
其
過
程

に
於
て
確
定
的
で
な
い
の
み
な
ら
守
、
如
何
な
る
場
合
に
も
特
嫁
す
る
吉
い
ふ
絶
調
的
見
解
に
於
℃
誤
っ
て
ゐ
る

ご
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
阪
に
鱒
嫁
説
が
談
つ

τゐ
る
ご
せ
ば
、
管
業
枕
の
底
止
に
依
h
て
枇
舎
一
般
殊
に
農
民
が

利
盆
ef
受
〈
る
ご
い
設
も
説
つ
一
1
ゐ
る
古
断
も
ね
ば
な
ら
ぬ
。

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

=
一
以
上
花
は
営
業
税
の
碑
嫁
設
を
批
評
し
て
来
た
が
、
今
や
筆
を
樽
じ
て
此
縛
紘
設
ご
産
業
阻
害
設
芭
の
問

。
。
。
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
大
な
る
矛
盾
の
存
す
る
-
』

Z
を
指
摘
し
て
見
た
い
さ
思
ふ
。

轄
嫁
設
に
依
れ
ば
、
管
業
税
は
一
般
の
消
費
者
に
縛
嫁
す
る
も
の
で
あ
る
己
す
る
の
で
あ
る
、
従
っ
て
英
理
窟

の
上
か
ら
、
之
を
商
工
業
者
叫
負
拾
で
ゐ
る
ご
謁
ふ
こ
ご
が
出
来
ぬ
。
議
し
商
工
業
者
は
修
業
殺
を
梯
ふ
も
、
そ

れ
に
け
物
の
儲
段
を
高
〈
し
て
一
員
。
、
以

τ其
税
額
全
取
り
戻
す
の
で
あ
う
て
、
請
は
い
V

管
業
税
の
立
替
者
に
過

時

論

此
官
業
雄
臨
阻
止
論
世
評
ナ

品
門
戸
+
九
巻

(
第
五
焼

-
O
七
)

ーヒ
凹



時τ

官官

替
業
珊
陵
止
請
を
評
す

第
十
九
巻

(
第
五
競
一

O
λ
)

七
回

ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
o
果
し
て
然
ら
ば
替
業
税
は
売
業
内
費
途
を
附
害
す
る
も
の
で
あ
る
ご
調
ふ
こ
ご
が
出
家
曲
。

所
が
質
業
同
志
舎
は
頻
b
に
管
業
税
の
負
携
が
重
〈
且
つ
共
賦
課
方
法
が
不
公
卒
な
る
が
然
的
産
業
後
迭
を
阻
害

す
る
ご
説
〈
の
で
ゐ
る
、
此
鞠
嫁
設
さ
助
産
業
阻
害
読
ご
は
互
に
矛
盾
し
て
ゐ
る
。
今
其
矛
盾
を
明
に
せ
ん
が
潟

め
に
左
に
二
三
の
場
合
を
匝
別
し
て
論
じ
て
見
ゃ
う
Z
思
ム
。

-
貸
業
同
志
舎
は
、
一
方
に
於
て
告
業
税
の
糟
嫁
ピ
力
説
す
る
さ
問
時
に
、
前
方
に
於
て
傍
業
税
負
捻

ω重
い

こ
Z
F説
い
て
ゐ
る
o

前
者
は
商
工
業
者
が
傍
業
枕
山
り
負
携
を
他
仁
移
す
こ
E
e
e
意
味
し
、
品
偶
者
は
替
業
税
の
負

僚
が
商
工
業
者
り
百
胴
上
に
落
つ
る
噌
』
ど
を
意
味
す
る
、

矛
盾

ω甚
L
き
も
の
で
あ
る
。
此
〈
論
守
れ
ば
、
買
業
同

且
官
業
税
負
世
間

ω重
い
ご
云
ふ
は
、
消
費
者
的
負
携
す
る
偉
業
税
が
重
〈
な
る
の
意
で
あ
る

宝
石
ふ
か
も
知
れ
凶
。
若
し
其
意
味
で
あ
る
な

ι一
ば
、
ぞ
れ
が
縛
め
に
商
工
業

ω脅
逮
を
阻
害
す
る
芭
ヤ
ム
ニ
ご

が
出
来
ま
レ
、

志
舎
は
或
は
時
前

ιて、
そ
れ
で
も
商
工
業
の
後
議
を
阻
害
す
る
さ
論
守
る
な
ら
ば
、

管
業
税
の
鞠
嫁
叫
銭
的
に
商
品

ω寅

行
が
悪
し
く
な
h
、
商
工
業

ω利
盆
が
少
〈
な
る
こ
ピ
を
意
味
す
る
も
の
ご
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此

ω如
き
奴
態

の
下
に
於

τ商
品
の
責
行
を
よ
〈
せ
ん
正
せ
ば
、
商
品
の
債
を
高
〈
せ
な
い
様
に
す
る
に
如
〈
は
な
い
。
そ
こ
で

叉
且
官
業
税
額
を
口
銭

ω中
に
入
れ
な
い
で
商
品
を
買
っ
て
行
〈
こ
ご
也
、
起
っ
て
来
ゃ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
岨
営
業
税

も
亦
蒋
嫁
せ
な
い
こ
芭
が
め
る
ニ

F
f承
認
せ
ね
ば
な
ら
尚
、
是
に
至
っ
て
時
嫁
設
三
産
業
阻
害
設
さ
は
明
に
白

家
撞
着
E
な
る
の
で
あ
る
o



今
一
歩
を
を
譲
h
、
般
に
管
業
税
が
常
に
樽
嫁
し
っ
、
、
商
工
業
の
後
遺
を
阻
害
す
る
ご
い
ふ
論
を
正
し
い

t

せ
ん
に
、
其
論
理
を
以
℃
す
れ
ば
、
酒
枕
、
織
物
消
費
税
、
砂
糖
消
費
税
、
閲
枕
等
の
消
費
税
は
、
悉
〈
商
工
業

の
鵬
首
達
を
阻
害
す
る
も
の
正
な
っ
て
来
ゃ
う
。
商
エ
業
的
振
興
を
計
る
矯
め
に
管
業
税
滋
止
を
主
張
す
る
な
ら

ば
、
岡
崎
じ
是
等
消
費
税
の
金
底
を
主
張
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
貸
業
同
志
舎
は
何
故
に
替
業
税
摩
止
を
高
唱
す
る
に

急
で
あ
っ
て
、
消
費
税
金
鍾
り
廃
止
金
主
張
せ
な
い
の
で
ゐ
る
か
、
私
の
了
解
に
背
し
な
所
で
あ
る
。

ヨ
買
業
同
志
曾
は
替
業
税
の
輔
嫁
を
説
〈
芭
同
時
に
管
業
杭
賦
課
の
不
公
平
を
鳴
し
て
ゐ
る
、
特
に
純
盆
皆
無

の
場
合
に
相
営
業
税
を
課
す
る
の
非
を
高
調
し
て
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
岨
官
業
税
が
蒋
嫁
寸
る
税
で
、
商
工
業
者
の
負
憶

に
蹄
せ
ぬ
ご
す
る
以
上
は
、
純
鈴
皆
無
の
場
合
に
之
を
課

L
T
-
も
不
公
卒
苦
い
ふ
こ
正
が
出
来
的
制
。

酒
税
、

砂
糖

消
費
税
、
織
物
消
費
税
、
関
税
等
仁
一
於
て
も
、
業
商
人
の
利
盆
す
る
芭
損
失
す
る
ご
を
悶
は
す
、
之
を
謀
し
て
ゐ

る
‘
そ
れ
が
縛
め
に
不
一
公
卒
己
い
ふ
議
論
は
出

τ来
泊
。
加
之
得
業
税
に
在
つ
て
は
純
鐘
皆
無

ω場
合
に
は
免
税

す
る
こ
ご
に
な
っ
て
ゐ
る
。
然
る
に
偉
業
税
が
縛
叫
附
す
る
も
の
で
あ
る
Z
す
れ
ば
、

此
場
合
に
於

τも
商
人
は
見

枕
の
手
績
を
骨
川
す
前
に
於

τ責
る
べ
き
商
品
じ
劉
し
、
血
官
業
税
を
樽
嫁
し
て
惇
か
ら
泊
で
ゐ
ら
う
、

そ
れ
で
は
替

業
税
額
に
け
を
儲
け
る
こ
ご
に
な
る
誇
で
あ
る
。
是
は
不
公
平
の
甚
じ
き
も
の
で
あ
る
。

3
賞
業
同
志
曾
は
管
業
税
の
鱒
嫁
を
主
張
す
る
ご
同
時
に
、
岨
官
業
恥
叫
が
納
税
者
を
苦
し
め
る
こ
ご
の
甚
し
い
ー
を

設
い
て
ゐ
る
。
若
[
偉
業
税
が
璃
嫁
す
る
も
の
な
ら
ば
、
商
工
業
者
は
課
税
楳
準

ω数
量
を
さ
ら
付
出
し
、
有
の

時

論

替
業
軸
陵
止
論
を
許
す

第
十
九
巷

(
務
五
娘
一

O
九
)

七
回



骨1

諭

管
業
税
陵
止
論
を
評
す

第
十
九
巻

(
第
五
競
一
一

C
)

七
四
回

僚
の
申
告
を
匁
し

τも
可
い
誇
で
あ
る
、
有
の
位
の
申
告
を
匁
す
様
に
な
れ
ば
、
税
克
ご
り
間
の
紛
争
は
跡
を
絶

つ
に
至
り
、
管
業
殺
が
納
税
者
を
苦
し
め
る
ご
い
ふ
理
窟
も
立
た
な
く
な
る
筈
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
商
工
業
者

が
虚
偽
の
申
告
を
匁
し
、
説
税
標
準
の
欽
量
を
隠
級
す
る
こ
ご
め
ら
ん
乎
、
業
部
分
に
謝
し
て
は
修
業
税
を
梯
は

F
る
に
拘
ら
子
、
抑
っ
た
も
の
ご
し
て
税
仁
相
嘗
す
る
金
額
令
商
品
の
値
段
の
上
仁
加
へ

τ責
る
こ
吉
、
な

h

(
買
業
同
志
舎
の
意
見
に
従
ひ
縛
嫁
す
る
も
の
ご
見

τ)商
工
業
者
は
税
額
に
り
を
儲
け
る
こ
ご
に
な
る
。
加
之
商

工
業
者
は
納
税
の
前
に
頁
っ
た
る
商
品
に
就
て
は
税
額
に
相
賞
す
る
金
額
の
利
子
を
儲
け
る
こ

Z
に
な
る
o
何
れ

に
す
る
も
商
工
業
者
の
利
盆

t
な
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、
恨
A
T
納
税
す
る
迄
の
手
績
に
於
て
煩
は
し
き
こ
ご
あ
り
芭

し
て
も
、
此
税
の
全
廃
を
絶
叫
す
る
必
要
は
無
い
課
で
ゐ
る
。

以
上
論
す
る
が
如
く
、
傍
業
税
の
特
嫁
設
ピ
産
業
阻
害
設
さ
は
互
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
、
樽
嫁
設
を
貫
け

ば
、
商
工
業
の
凌
還
を
阻
害
す
る
一
}
己
、
な
ら
肉
、
商
工
業
振
興
の
潟
め
に
器
業
税
を
廃
止
す
る
ご
い
u

ふ
結
論
が

出
て
来
な
い
。
所
で
陛
の
商
工
業
者
が
管
業
税
金
底
蓮
動
に
奉
加
す
る
所
以
は
白
己
が
管
業
税
を
負
抽
出
し
て
ゐ
る

さ
信
ゃ
る
か
ら
で
あ
ら
う
o

換
言
す
れ
ば
営
業
税
官

r運
動
者
た
る
商
工
業
者
は
営
業
税
の
轄
嫁
を
否
認

uf配

る
の
で
あ
る
。
偉
業
税
康
止
論
の
論
理
も
忍
に
至
っ
て
窮
せ
b
Z
謂
は
ね
ば
な
ら
泊
。

行
鳥
観
読
の
批
評

管
業
税
は
轄
嫁
す
る
税
で
あ
る
ご
い
ふ
見
解
に
似
て
非
な
る
も
の
は
、
脱
営
業
税
は
行
筋
税
で
あ
る
ご
い
ふ
見
解



で
あ
る
。
轡
業
税
は
行
匁
税
で
あ
る
か
ら
悪
税
で
あ
る
、
底
止
せ
ね
ば
な
ら
凶
ぜ
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は

認
に
肱
官
業
枕
は
行
局
税
己
い
ふ
て
然
る
べ
き
か
否
か
。
修
業
税
は
行
匁
税
で
あ
る
ご
し
て
も
共
理
由
よ
り
し
て
廃

止
す
べ
き
で
あ
る
古
い
ふ
結
論
を
抽
き
出
し
得
べ
き
か
否
か
を
吟
味
し
ゃ
う
ご
思
ふ
。

。
。
。
。

o
c
o
o
n
o
o

。

営
業
枕
が
行
錯
税
で
あ
る
己

ν
ふ
見
解
は
、
第
一
に
租
税
論
普
通
の
用
語
に
蛍
て
餓
う

τゐ
な
レ
。
一
館
、

租
税
の
名
稗
は
多
く
租
税
客
醐
胞
か
ら
出
て
来
る
、
時
に
或
は
税
制
叫
よ
b
之
を
名
く
る
こ
ご
も
あ
る
。
岨
官
業
税
の
客

岨
胞
は
管
業
白
醐
胞
で
あ
b
、
管
業
税
の
税
源
は
管
業
牧
盆
で
ゐ
る
o

是
れ
此
税
が
一
方
に
於
て
管
業
校
正
呼
ば
れ
、

他
方
に
於
て
牧
盆
税
己
都
せ
ら
る
、
所
以
で
あ
る
。

論
者
は
営
業
税
を
以
て
行
掛
川
税
で
ゐ
る

Z
ν
ふ
の
で
あ
る
が
、
偉
業
税
が
行
潟
税
で
あ
る
ご
い
ふ
か
ら
に
は
、

少
〈
古
も
営
業
殺
の
客
捜
が
行
錯
で
な
り
れ
ば
な
ら
泊
。
然
る
仁
偉
業
殺
の
客
慨
は
管
業
そ
れ
白
樺
で
あ
っ
て
、

。。

行
怨
で
な

ν。
尤
も
行
怨
ご
い
ふ
も
、
之
に
種
身
の
意
味
を
附
す
る
こ
正
が
出
来
る
、
論
者
の
行
潟
Z
V
ふ
は
如

何
な
る
志
味
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
先
づ
明
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
L
行
潟
ご
い
ム
語
を
物
品
販
貰
業
に
於
げ
る
寅

買
行
錦
、
銀
行
業
仁
於
け
る
貸
付
行
潟
、
製
造
業
に
於
げ
る
製
造
行
局
ご
い
ふ
が
如
〈
に
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
一
つ
一
つ
の
法
律
行
震
や
事
質
的
行
潟
を
指
す
こ
芝
、
な
る
。
此
意
味
の
行
篤
に
課
す
る
殺
を
行
潟
枕
己
い
ム

ペ
〈
ん
ば
、
ム
ム
(
什
か

r
r酌恒常
r
rす
ぽ

r
rぃ
、
骨

Tprrr…いす恥田
h'rv?rr、
沈
通
税
を
行
潟
税
ぜ

い
ふ
は
、
租
税
論
上
の
用
語
に
諮
っ
て
ゐ
る
。
若

L
之
に
百
件
L
τ

一
つ
一
つ
の
行
震
を
一
の
主
健
に
綜
合
し
、
継

時

論

管
業
耽
陵
止
論
を
辞
す

第
十
品
λ

巻

(
第
五
競
-
一
一
)

七
四
五



時

論

替
業
枕
陵
止
請
を
評
す

第
十
九
巷

(
第
五
規
一
一
一
一
)

七
四
六

績
的
に
英
行
活
を
錯
す
・
』
ご
を
業
ご
す
る
・
』
ご
を
行
縛
Z
名
(
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
替
業
白
蟻
Z
い
ふ
こ
ご
に
な

る
、
き
う
い
ふ
意
味
に
於

τ措
置
白
業
税
を
行
錦
枕
芭
い
ふ
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
嘗
で
な
い
、
併
し
乍
ら
行
錯
苦
い

ム
語
を
此
の
却
〈
解
す
る
は
、
少
〈
己
も
普
通
の
用
語
に
適
っ
て
ゐ
な
い
ご
い
ム
識
を
兎
れ
ぬ
。

恩
ふ
に
論
者
が
傍
業
税
を
行
怨
税
己
レ
っ
て
ゐ
る
の
は
、
且
官
業
税
の
課
税
標
準
よ
り
観
た
も
の
で
あ
ら
う
、
併

し
乍
ら
管
業
税
の
課
税
標
準
中
に
も
行
縛
吉
見
る
べ
き
も
の
は
な
い
、
唯
物
品
販
寅
業
に
於
て
買
上
金
高
が
課
税

標
準
Z
な
っ
て
ゐ
る
の
で
、
ぞ
れ
よ
り
し
て
管
業
税
は
販
寅
行
縛
に
殺
す
る
も
の
で
あ
る
ご
し
た
の
が
ピ
も
思
は

れ
る
。
所
で
き
う
い
ふ
風
に
見
れ
ば
、
之
を
銀
行
業
製
造
業
の
如
き
資
本
金
額
E
従
業
者
の
数
ご
を
課
税
標
準
己

す
る
も
の
、
井
に
倉
庫
業
、
族
人
宿
業
・
料
理
庖
業
、
貸
席
業
の
如
、
き
建
物
賃
貸
債
格
ご
従
業
者
の
数
己
を
課
税

標
準
正
す
る
も
の
に
蛍
て
簸
め
る
ニ
Z
が
出
来
泊
、
若
L
課
税
標
準
よ
h
し
て
租
税
客
館
営
推
理
す
る
Z
せ
ば
、

是
等
は
或
は
資
本
に
税
す
る
も
の
、
或
は
勢
働
仁
枝
す
る
も
の
、
或
は
建
物
仁
枝
す
る
も
の
ピ
見
ら
る
べ
き
で
ゐ

る
か
ら
T
ゐ
る
。
現
に
下
段
に
論
評
す
る
が
如
〈
、
質
業
同
士
山
曾
の
中
に
は
、
脱
営
業
税
を
以

τ労
働
税
で
あ
る
さ

設
明
す
る
者
も
あ
る
位
で
ゐ
る
。
此
〈
諭
む
来
れ
ば
、
行
潟
校
設
は
縛
嫁
設
f-
同
C
様
に
、
主
ご
し
て
物
品
販
責

業
を
削
眠
中
に
し
て
ゐ
る
ご
許
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

。
。
。
。
。

真
に
進
ん
で
物
品
販
責
業
に
就
て
之
を
見
る
に
、
責
上
金
高
を
課
税
標
準
Z
L
た
の
は
、
物
品
販
貰
業
者
の
一

年
間
に
得
ぺ
き
総
攻
入
高
を
抑
へ
や
う
正
し
た
鴬
め
で
ゐ
る
、
総
枚
入
商
を
抑
ヘ
ゃ
う
主
す
れ
ば
、
総
責
上
金
一
一
品



を
見
れ
ば
可
い
誇
で
あ
る
。
果
し
て
然
hJ
ご
せ
ば
、
傍
業
税
法
の
精
一
仰
は
、
同
月
上
金
高
に
依
っ
て
傍
業
牧
盆
を
捕

挺
す
る
ニ
古
に
存
じ
、
決
し
て
一
つ
一
つ
の
版
賀
行
柿
却
を
捕
捉
す
る
仁
存
し
て
ゐ
な
い
ニ
ご
が
明
で
あ
る
o

販
貢

行
潟
を
捕
捉
す
る
の
趣
旨
を
有
せ
な
い
ー
の
仁
拘
ら
争
、
問
山
良
行
潟
じ
訳
す
る
税
で
あ
る
ご
断
ゃ
る
の
は
、
営
を
得

τゐ
な
い
。

要
之
、
論
者
が
修
業
税
を
行
錯
税
ご
い
ふ
は
、
問
中
申
立
円
波
の
用
語
ご
用
品
一
っ
て
ゐ
る
さ
汗
せ
ね
ば
な
弓
泊
。
此
〈

い
へ
ば
ご
て
、
私
は
論
者
一
か
行
匁
殺
さ
い
ふ
話
を
用
ゆ
る
こ
ご
に
異
議
を
桁
む
も

ω
で
な
い
ヘ

租
税
に
如
何
な
る

名
稀
を
附
げ
や
う
が
、
又
共
名
稿
に
如
何
な
る
意
味
?
持
た

3
う
が
、

ぞ
れ
は
論
十
る
者
の
自
由
で
あ
る
か
ら
で

ゐ
る
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ニ
偉
業
税
を
以
一
1
行
錯
枕
ピ
な
す

ω
是
非
は
姑
〈
措
主
、
行
潟
枕
な
る
が
故
に
悪
枕
で
ゐ
る
底
止
せ
ね
ば
な

。
。
。
。
。
。
。

ら
凶
ご
い
ふ
議
論
に
就
て
之
を
見
る
に
、
是
れ
亦
必
然
の
論
理
関
係
ご
な
っ
て
ゐ
な
い
ゃ
う
で
ゐ
品
。
論
者
の
設

は
且
営
業
税
か
管
業
牧
得
稔
で
な
い
h
r
p

ら
思
い
三
い
ふ
祖
国
日
か

Z
忠
は
伺
い
る
。
修
業
牧
得
税
之
は
帥
営
業
の
純
盆
に
課

す
る
税
古
い
ふ
意
で
あ
ら
う
。

さ
う
い
よ
義
に
解
す
れ
ば
、
論
者
の
議
論
は
嘗
を
得
て
ゐ
る
。
現
行
勝
目
業
枕
は
管

業
収
益
よ
り
携
は
し
め
ん
こ
ご
を
期
し
て
ゐ
る
が
、
外
形
標
準
に
依
っ
て
之
を
認
し
て
ゐ
る
か
ら
、
偉
業
牧
盆
に

比
例
し
て
負
捻
せ
し
な
る
ζ

ご
に
な
ら
ぬ
o

ぞ
こ
で
此
枕
は
携
税
力
に
勝
北
)
な
い
税
ご
な
り
、
各
睦
官
業
者
相
互

ω

問
に
不
一
公
卒
の
負
擦
を
命
A
Y
る
税
ご
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
此
鮎
よ
b
此
税
を
怒
税
ご
い
へ
ば
、
悪
枚
ご
い
ふ

時

(
第
五
焼
一
一
=
一
)

七
四
七

:倫

替
業
税
殴
止
論
を
辞
す

第
十
九
巻

J舟著、酷制整理論 234貰以下1) 



替

業

給

底

止

論

を

評

す

第

十

九

巻

(

第

五

披

一

一

回

)

七

四

λ

こ
ご
が
出
来
る
o

併
し
乍
ら
町
骨
骨
ド
ド
皆
栄
骨

T
殴
r
r
r
r
い

y
h畑
町
師
山
町
酢
?
和
市
川
市
円
、
従
来

ω外
形
標
準

時

論

を
改
め
、
融
営
業
純
益
を
捕
捉
司
る

-
3」
、
せ
ば
、
可
い
γ

謬
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
論
者

ω理
由
正
す

る
所
か
ら
推
論
す
れ
ば
、
管
業
税
は
廃
止
す
べ
き
で
な
〈
、
改
正
す
べ
き
で
あ
る
正
い
ふ
結
論
に
到
達
す
る
の
で

ゐ
る
。又

純
盆
仁
一
閃
せ
ゲ
い
か
い
酌
高
官
で
ゐ
い
官
止
せ
ね
ば
な
v
n
H
r
い
ふ
な
ら
山
川
、
地
、
札

V
ず
町
一
憶
に
r
e
ぜ
ず
也
事
-
正

ば
ゲ
ら
配
。
然
る
に
論
者
は
草
に
此
論
理
e
T
替
業
枕
の
み
に
嘗
て
炭
め
ん
ご
す
る
の
で
あ
る
。
偏
頗
の
設
ご
い
は

ね
ば
な
ら
泊
。

夏
に
一
歩
を
進
め

τ諭
す
れ
ば
、
献
す
引
町
市
宮
町
皆
f
f
r
r
?
官
官
ず
?
v
r
f
F削
提
u
r
r
r
。
佐
川
ノ

℃
前
段
に
遁
ぺ
た
鴨
嫁
設
ご
は
根
底
に
於
て
矛
盾
す
る
も
の
ご
評
せ
ね
ば
な
ら
旧
制
。

持
働
税
説
の
批
評

貸
業
同
志
舎
は
管
業
税
を
底
止
す
る
も
商
工
業
者
階
級
の
み
が
刺
盆
す
る
の
み
で
な
〈
、
崎
労
働
者
階
級
も
利
盆

す
る
ご
か
ふ
こ

Z
を
讃
明
せ
ん
が
匁
め
仁
、
営
業
税
は
労
働
者
の
負
抽
出
す
る
税
で
ゐ
る
ご
い
ふ
こ
ご
を
説
〈
、
主
(

論
擦
は
左
の
如
〈
で
あ
る
。

瞥
染
者
ガ
負
柏
町
ノ
粧
減
ヲ
待
タ
カ
ラ
ト
テ
、
静
業
者
ノ
ミ
=
偏
シ
タ
底
世
ト
ハ
考
へ
一
ア
居
り
マ
セ
ヌ
、
来
瞥
業
者
ノ
負
拡
ノ
帆
減
ト
侃
り
己
致
シ

マ
シ
テ
モ
、
是
ハ
直
一
一
皆
業
者
一
一
附
帯
シ
テ
目
前
ル
所
ノ
砂
働
者
↓
一
向
ツ
一
ア
ぞ
帯
干
嗣
刺
7
噌
ス
モ
ノ
ヂ
ア
ル
、
・
・
・
符
業
積
一
一
於
テ

ρ
従
業
者



』

-
-
-
b
-
-
、
、
、
‘
、
、
、
.
、
、
、
、
曹
、
、
、
、
、
、
、
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
.
、
、
、
、
、

出
勤
耐
枕
一
ν
、
職
ド
ム
:
4
E
課
掛
ゲ
テ
尉
U
N

、
此
一
事
ダ
サ
へ
そ
明
一
一
捗
働
者
マ
デ
カ
督
業
祇
ヲ
負
措
シ
ア
居
ル
ト
一
五
ヒ
得
ル
ノ
ダ
ア
ル
、
而
そ
其
結
果

ハ
日
本
ノ
現
朕
ニ
於
一
ア
生
斥
貿
易
ノ
上
二
小
刑
金
ヲ
車
ダ
ス
ト
ほ
フ
ヨ
ト
一
一
ナ
リ
マ
ス
レ
バ
、

ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ
ト
一
百
フ
且
地
カ
ラ
申
シ
ア
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

一
居
期
ウ
茸
フ
話
枕
ヲ
一
日
モ
早
ク
陵

ν
テ
貰
ρ
ナ

此
説
明
に
依
る
正
、
管
業
税
は
僻
労
働
者
に
謀
し
.
労
働
者
の
負
携
す
る
税
で
あ
る
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。
併
し
此

論
は
時
営
業
税
を
誤
解
す
る
こ
芭
甚
し
い
も
の
で
あ
る
。
一
冗
来
鋒
業
税
は
経
一
業
政
盆
を
枕
源
ご
し
・
勝
目
業
白
煙
を
謀

校
客
健
ご
す
る
殺
で
あ
る
、
唯
修
業
欣
盆
が
直
接
に
捕
捉
L
難
い
の
で
、
之
を
推
測
す
べ
き
外
形
標
準
を
捉
へ
て

之
を
認
し
て
ゐ
る
、
此
外
形
標
準
の
中
に
は
無
論
従
業
者
も
ゐ
る
が
、
そ
の
外
、
資
本
金
額
、
真
上
金
額
、
政
入

金
額
、
請
負
金
額
、
報
酬
金
額
、
建
物
賃
貸
贋
格
等
が
ゐ
る
。
是
等
の
課
税
標
準
の
額
を
多
〈
有
す
る
者
は
多
く

の
替
業
牧
盆
を
得
る
も
の
Z
看
倣
さ
れ
、
多
〈
の
修
業
殺
を
謀
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

従
っ
て
納
税
者
携
枕
者
は

器
業
者
の
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
課
税
楳
準
た
る
べ
き
も
の
が
、
課
税
せ
ら
れ
、
携
税

f
る
様
な
-
』
ご
は
高
?
の

る
べ
き
筈
が
な
い
。
若
し
貸
業
同
志
舎
の
訟
の
如
〈
ん
ば
、
替
業
殺
は
券
働
課
税
た
る
に
止
ま
ら
4
7
、
同
時
に
資

本
税
で
あ
り
、
責
上
税
で
あ
b
、
家
犀
税
で
あ
り
、
英
他
の
枚
入
課
税
で
あ

ιね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
今
日
の
傍
業

税
の
組
織
で
は
、
き
う
い
ふ
事
は
決
し
て
言
へ
ぬ
。
蛍
面
の
問
題
に
就
て
い
へ
ば
、
管
業
税
は
之
を
従
業
者
に
課

す
べ
き
も
の
で
な
〈
、
叉
従
業
者
に
負
鎗
せ
し
む
べ
き
も
の
で
も
な
い
1

、
又
質
際
に
於

τも
従
業
者
に
課
し
て
も

ゐ
な
い
V
L、
負
指
せ
し
め
て
も
ゐ
な

ν
。
般
に
一
歩
を
譲
め
論
者
の
論
す
る
が
如
〈
、
比
百
業
税
を
以
て
努
働
者
の

時

論

符
業
枕
躍
止
論
を
評
す
J

第
十
九
巻

(第
E
斑

ヨf
) 

七
叫
ん

前田芳j邑民答簿、部I掲委員脅議録第二回 9頁1) 



時

論

品
目
業
桔
鹿
止
請
を
評

P

第
十
九
巻

(
第
五
焼
一
一
大
)

七
五
O

負
携
す
る
枕
で
あ
る
ご
す
れ
ば
、
蹴
百
業
者
が
之

ey努
働
者
に
時
嫁
し
、
努
働
者
山
り
州
首
貨
を
減
十
る
も
の
吉
見
ね
ば

な
ら
れ
刷
、

き
う
す
る
ご
営
業
税
が
消
費
者
一
般
に
鴨
嫁
す
る
ご
い
ふ
設
ご
は
相
矛
盾
し
て
帝
都
る
、
之
を
調
和
せ
し

め
ん

Z
せ
ば
、
営
業
税
は
柑
労
働
者
に
も
一
般
消
費
者
に
も
時
嫁
す
る
枕
で
ゐ
る
ご
い
は
ね
ば
な
ら
泊
。
是
に
至
っ

て
此
設
は
笹
業
税
が
行
潟
税
で
あ
る
ご
い
ふ
設
吉
相
容
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
論
守
る
が
如
く
鈴
業
税
が
勢
倒
課
税
で
な
い
芭
す
れ
ば
、
営
業
税
を
腐
し
た
所
で
、
叫
労
働
者
の
繭
利
を
増

す
古
い
よ
理
問
胞
が
出
て
京
市
な
い
の
で
め
る
o

此
貼
に
於
り
る
質
業
同
志
合
の
見
解
は
笹
菜
枕
の
本
質
を
決
っ
て
ゐ

る
言
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
従
っ
て
此
本
質
論
の
上
に
築
き
上
げ
た
修
業
税
廃
止
の
意
見
は
亦
誤
っ
て
ゐ
る
己
評
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
五

国
税
常
業
税
腰
止
論
ミ
地
方
佳
業
税

質
業
同
志
曾
の
案
は
、
岡
税
麟
白
菜
税
4T
燈
止
す
る
ご
い
ふ
に
存
じ
、

地
方
修
業
税
に
論
及
し
て
ゐ
な
い
o

所
で

地
方
税
ご
し
て
は
図
税
営
業
税
に
封
す
る
附
加
殺
が
あ
り
、
特
別
税
た
る
修
業
税
が
ゐ
り
、
一
具
に
雑
穂
殺
の
中
に

営
業
枕
の
賞
貨
を
共
へ
た
る
も
の
が
あ
る
。
関
税
営
業
税

VM胤
止
ぜ
ら
る
れ
ば
、
共
附
加
税
た
る
響
楽
殺
は
自
然

に
消
滅
す
る
で
あ
ら
う
が
、
特
別
税
た
る
地
方
営
業
税
ご
雑
研
一
税
中

ω修
業
税
は
依
然
ご
し
て
存
す
る
誇
で
あ

る
。
そ
ご
で
地
方
営
業
税
に
閲
し
て
三
の
一
問
題
が
起
っ
て
来
る
。

ぞ
の
第
一
は
、
関
税
附
官
業
税
は
附
加
校
ご
共
に



之
を
療
し
、
従
来
の
地
方
特
別
税
た
る
営
業
税
さ
雑
相
殺
中
の
営
業
税
は
之
を
存
置
す
ぺ
詰
か
否
か
ご
い
i

ふ
問
題

で
あ
り
、
そ
の
第
二
は
地
方
管
業
税
を
も
摩
止
す
る
古
し
て
利
税
憾
系
舛
に
地
方
財
政
は
営
業
税
に
代
る
べ
き
税

を
要
求
せ
古
る
か
脊
か
ご
い
ふ
問
題
で
あ
ち
、

ぞ
の
第
三
は
、

地
方
勝
目
業
税
を
廃
止
す
る
手
続
如
何
ご
い
w

ふ
問
題

で
あ
る
。
図
税
轡
業
税
を
康
せ
ん
ざ
壮
一
ば
、
勢
ひ
是
等
の
諸
問
題
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
+
訟
に
此
三
問
題

に
就

τ順
々
に
考
察
し
て
見
ゃ
う
吉
田
川
C

地
方
替
業
税
の
存
醸

闘
税
管
業
枕
を
廃
し
、
其
附
加
税
令
市
服
し
、
濁
h
地
方
岡
慢
の
特
別
税
た
る
管
業
税
ご
雑
粍
夜
子
宮
存
置
す
る

ご
せ
ば
、
官
に
買
業
同
士
山
舎
の
管
業
税
廃
止
の
趣
旨
を
超
す
る
こ
芭
が
出
来
な
ヤ
の
み
な
ら
宇
、
夏
仁
負
擦
の
上

仁
不
R

公
平
を
来
た
す
こ
正
、
な
る
。

-
質
業
同
志
舎
が
管
業
枕
を
批
難
す
る
の
は
、
共
所
得
税
、
己
重
複
す
る
と
い
ふ
勲
、
勝
目
業
税
が
鞠
嫁
す
る
正
い

ム
貼
、
勝
目
業
枕
が
行
持
品
枕
で
あ
る
さ
い
ふ
勅
司
主
斉
業
の
晶
民
連
ぞ
阻
害
す
る
ご
い
ふ
貼
に
存
し
て
ゐ
る
が
、
質
業

0

0

0

0

0

 

同
志
曾
の
論
理
よ
り
せ
ば
、
是
等
の
峡
黙
は
濁
り
園
税
雌
官
業
税
に
存
し
て
ゐ
る

ω
み
で
な
〈
、
地
方
傍
業
税
に
も

亦
一
存
し
て
ゐ
る
吉
見
ね
ば
な
ら
泊
。
・
果
L
て
然
ら
ば
、
質
業
同
ギ
桜
田
の
怠
見
ど
し
て
も
、
地
方
枕
勝
目
業
税
を
殿
止

す
る
ご
い
ふ
守
』
古
に
せ
な
け
れ
ば
徹
底
せ
な
い
M

の
で
ゐ
る
o

)
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

円
い
次
に
関
税
鈴
業
殺
さ
附
加
税
ご
を
出
版
し
現
行
の
地
方
税
制
営
業
税
並
に
管
業
税
の
賢
質
を
具
ふ
る
雑
穏
税
を
存

時

論

替
業
枕
鹿
止
前
を
評
す

第
十
九
巻

(
部
五
時
抗
一
一
七
)

士
五



時

論

替

業

枯

盛

止

論

を

評

す

。
。
。
。
。
。

置
す
る
ピ
せ
ば
、
非
常
に
不
公
平
な
る
こ
さ
が
起
る
。
そ
の
不
公
平
な
る
こ
ご
は
、
特
別
税
た
る
地
方
修
業
税
井

第
十
九
巻

(
第
五
競
一
一
八
)

七
五

に
批
官
業
税
の
・
資
質
を
具
ふ
る
雑
穏
税
の
内
容
を
見
れ
ば
、
直
に
判
る
。

)

c

c
。
。
。

a
今
府
脈
管
業
税
に
就

τ之
を
見
る
に
、
大
穂
商
業
税

Z
工
業
殺
さ
に
分
つ
ヨ
』
さ
が
出
来
る
。
其
中
で
著
し

き
も
の
金
懇
げ
て
見
れ
ば
、
其
商
業
税
の
中
で
物
品
販
資
業
ご
見
ら
れ
る
も
の
に
は
、
牛
馬
責
買
業
、
行
商
、
繭

銀
行
業
に
準
十
4

き
も
の
に
は
、
質
保
業
が
あ
り
、
族
人
宿
業
に
準
す
べ
き
も
の
に

は
、
木
賃
宿
業
、
下
宿
屋
業
が
ゐ

b
、
席
貸
業
に
逗
き
も
の
に
は
、
護
妓
置
屋
業
が
あ
る
。
工
業
税
ご
見
ら
れ
る

糸
類
責
貿
業
等
が
あ

h
、

も
の
に
は
、
職
工
税
、
染
物
業
等
が
あ
る
。
是
に
依
っ
て
之
を
見
れ
ば
、
府
脈
融
官
業
税
は
園
税
管
業
税
Z
大
館
性

質
を
同
じ
う
す
る
も
の
で
ゐ
る
ご
謂
ふ
こ
吉
が
出
来
る
。
唯
府
脱
税
を
課
す
べ
き
営
業
は
関
税
を
課
す
べ
き
管
業

よ
り
規
模
の
小
い
商
工
業
で
ゐ
る
正
い
ふ
相
違
が
ゐ
る
計
り
で
あ
る
。
其
規
模
の
小
い
商
工
業
を
漁
る
の
結
巣
、

資
力
の
最
も
乏
し
き
者
迄
を
捕
へ
絡
に
は
職
工
校
を
課
し
て
頼
み
ぎ
る
に
至
っ
て
ゐ
る
。
是
は
閥
税
営
業
税
に
見

r
d

る
例
で
あ
っ
て
、

反
枇
曾
的
租
税
で
ゐ
る
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
園
税
営
業
税
の
系
統
を
底
し
、
現
行

ご
せ
ば
、
資
力
の
大
な
る
偉
業
を
兎
税
し
、
資
力
の
乏
し
き
管
業
に
課
す
る
ニ
ご
、
な

地
方
管
業
税
を
存
す
る

る
o

大
資
本
h
T
擁
し
て
物
品
の
販
寅
を
業
芭
す
る
者
に
税
せ
な
い
で
、

牛
馬
一
買
買
業
平
行
商
等
に
課
す
る
が
如

き
、
銀
行
業
に
税
せ
宇
し
て
、
質
屋
業
に
税
す
る
が
如
吉
、
大
旅
人
宿
業
を
税
せ
す
し

τ、
木
賃
宿
業
下
宿
産
業

を
殺
す
る
が
如
き
、
大
製
造
業
者
党
る
資
本
家
に
殺
せ
守
し
て
、
職
工
税
を
謀

T
る
が
如
き
其
一
例
で
あ
る
。
是

拙著、相制整哩前 440頁以下1) 



‘ 

の
如
、
さ
は
、
租
税
の
最
高
原
則
に
反
す
る
こ
正
論
中
る
迄
も
な
い
が
、
人
民
も
直
に
比
(
不
公
平
な
る
こ
ご
に
気
附

き
、
此
の
租
税
政
策
を
批
難
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。

)
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
、

b
雑
耗
税
で
傍
業
税
の
性
質
そ
帯
ぷ
る
も
の
、
中
に
は
、
料
理
屋
、
飲
食
底
、

茶
屋
、
傭
人
受
宿
、
府
貸
等
に
担
割

τる
枝
、
仲
仕
業
、

待
合
茶
屋
、

遊
般
宿
、
芝
居

運
送
夫
業
に
担
割
す
る
税
、

代
書
人
税
、

漁
業
税
、

採
藻

税
、
湯
屋
税
、
理
髪
人
税
、
案
内
業
税
、
職
業
税
、
共
他
遊
世
帯
師
匠
、
避
義
稼
入
、

相
撲
、

俳
優
、

帯
問
、

毒事

妓
、
酌
入
、
白
働
車
運
樽
手
、
死
音
取
扱
入
、
屠
手
等
に
劃
す
る
税
、
井
に
市
場
、
演
劇
、
奥
行
、
遊
覧
所
、
遊

技
場
、
人
寄
席
、
活
動
お
異
館
、
活
動
寝
具
興
行
に
濁
す
る
税
の
如
き
微
細
な
る
税
が
深
山
あ
る
o

大
館
よ
り
い

へ
ば
、
哲
資
力
乏
し
き
者
に
課
す
る
枕
で
あ
っ
て
、
最
も
反
枇
合
的
租
税
ざ
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o

是
等
的
税

は
、
そ
れ
白
身
底
止
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
に
、
却

τ之
を
存
置
し
、
真
に
資
カ
の
大
な
る
傍
業
に
兎
枕
ぜ
ん
ご

す
る
は
一
小
会
卒
の
甚
し
き
も
の
Z
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
葉
大
料
理
応
業
を
税
せ
宇
し
て
、
資
力
の
薄
き
料
理
屋
や

飲
食
庖
を
税
す
る
が
如
き
、
其
席
貸
業
、
旋
人
宿
業
、
周
旋
業
を
税
せ
な
い
で
、
待
合
茶
屋
、
芝
居
茶
屋
、
遊
般

宿
・
傭
人
受
宿
等
を
枕
す
る
が
如
、
吉
、
運
詮
業
に
税
せ
な
い
で
、
仲
仕
菜
、
運
送
夫
楽
に
枕
す
る
が
如
雪
、
代
理

業
に
税
せ
な
い
で
、
代
書
人
に
枕
す
る
が
如
き
、
其
一
例
で
あ
る
。
天

F
の
大
資
本
を
擁
す
る
大
商
業
、
大
製
品
唱

業
が
税
せ
ら
れ
な
い
で
ァ
湯
屋
、
理
髪
人
、
漁
業
、
採
藻
業
、
案
内
業
、
職
業
殊
に
資
産
な
き
職
人
ゃ
、

遊
典
場
等
が
枕
せ
ら
れ
る
却
さ
も
、
直
に
負
携
の
権
衡
を
待
な
い
ニ
ご
が
看
取
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

市
場
、

作守

古市

祉
問
官
業
枯
駿
止
論
を
評
す

第
十
九
巷

(
第
五
競
一
一
丸
)

七
玉
三



Wj: 

管
業
相
駿
止
論
を
評
す

論

第
十
九
巻

(
第
五
税

O 

七
一
車
四

以
上
越
ぷ
る
が
如
〈
、
若

L
忠
松
ご
い
ふ
名
を
附
官
業
税
に
附
す
べ
〈
ん
ば
、
岡
松
営
業
税
よ
り
も
地
方
管
業
税

井
に
肱
官
業
税
の
性
質
を
有
す
る
雑
柿
税
の
方
仁
附
す
る
の
が
、

毛
ヅ
ト
迩
切
で
あ
る
o

毛
れ
に
も
拘
は
ら
や
、
闘

品
帆
附
官
業
殺
を
感
L
t
、
地
方
後
業
税
を
存
置
す
る
こ
て
、
せ
ば
不
徹
底
も
甚
し
い
こ
ご
、
、
な
る
。

そ
こ
で
貸
業
岡

志
舎
の
人
も
之
に
鑑
な
る
所
ゐ
一

b
て
か
、

地
方
修
業
税
を
色
廃
止
す
る
希
望
を
有

L
て
ゐ
る
ご
明
言
す
る
に
至
っ

た
。
武
藤
氏
は
私
の
質
問
に
答
て
左
の
如
く
明
言
せ
ら
れ
た
。

地
方
ノ
管
業
枕
、
雑
肺
松
ハ
ド
ウ
ス
ル
カ
ト
一
可
7

刷
草
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
私
ノ
地
方
ノ
雑
税
ノ
コ
ト
ハ
一
山
知
リ
マ
セ
ヌ
ガ
、
替
業
税
ヲ
長
陵
ス

ル
以
上
ハ
、
矢
民
地
方
紙
}
シ
テ
皆
栄
枯
ト
一
式
フ
モ
ノ
ハ
取
ラ
ナ
イ
ヤ
ウ
一
ス
ル
ノ
d
H

苦
々
ノ
希
望
デ
ア
リ
マ
ス
。

地
方
替
業
税
の
存
廃
に
就
て
は
明
確
な
る
考
が
無
い
や
う
に
も
見
え
る
が
、
先
づ
廃
止
の
希
回
世
で
あ
る
ご
見
て
置

い

f
可
h
T
b
F
L

地
+
円
盤
鋭
税
に
代
る
べ
き
税

地
方
管
業
税
e
f
R
M
脳
止
寸
る
ぜ
し
て
弐
に
起
る
イ
き
問
題
は
之
に
代
る
べ
き
枕
を
必
要
ご
せ

F
る
か
ご
い
ふ
守
}
古

で
あ
る
o

質
業
同
志
曾
は
此
際
に
於
て
も
之
に
代
は
る
べ
き
税
を
必
要
正
し
な
い
意
見
で
あ
る
や
う
で
ゐ
る
o

此

意
見
の
是
非
を
制
す
る
に
は
、
第
一
に
地
方
財
政
の
牧
支
闘
係
は
之
を
許
寸
か
否
か
、
第
二
に
租
税
健
系
は
之
を

許
す
か
一
脅
か
を
見
ね
ば
な
ら
凶
。

大
在
十
二
年
度
の
地
方
珠
算
に
就
て
之
を
見
る
に
、
相
営
業
税
附
加
税
が
五
千
百
諸
国
、
特
別
裁
に
る
営
業

m 武藤氏答器(前掲委員官議総第四回1) 



稔
が
千
八
百
高
岡
、
修
業
枕
の
性
質
e
T
帯
H
A

る
雑
柿
枕
が
千
七
百
高
岡
、
会
計
入
千
六
百
高
闘
の
多
き
に
達
し
て

ゐ
る
。
大
正
十
三
年
度
の
真
正
珠
算
に
依
れ
ば
図
枕
倍
業
税
は
五
千
七
肝
荷
闘
で
あ
る
。
さ
う
し
て
見
れ
ば
、
替

業
税
の
負
擦
は
岡
枕
よ
り
も
地
方
枕
の
方
主
軍
い
の
で
あ
る
o

従

τ之
を
臨
服
す
れ
ば
、
地
方
財
政
の
上
に
大
な
る

侠
陥
を
生
中
る
こ
ご
、
な
る
、
此
快
陥
を
如
何
に
補
填
す
る
か
ご
い
ム
に
、
買
業
同
士
山
品
目
的
方
は
財
政
整
理
行
政

整
理
に
依
っ
て
節
約
じ
得
べ
き
俄
剰
を
以
て
し
ゃ
う
之
い
ふ
の
一
じ
あ
る
。
所
で
忍
に
問
題
ご
な
る
の
は
地
方
国
耀

の
財
政
行
政
を
整
理
し
て
入
千
六
百
南
側
を
生
み
出
す
こ
ご
が
出
来
る
か
否
か
さ
い
ふ
こ
、
乙
で
あ
る
。
併
L
私
は

財
源
論
を
矢
釜
ま
じ
〈
一
言
は
ヨ
ご
思
は
曲
、
私
の
悲
に
論
性
ん
ご
す
る
}
〕
ご
は
租
税
関
系
論
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

。。

o
o
o
c

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

o
n
o
o
o

地
方
費
八
千
六
百
高
岡
十
節
減
し
得
た

Z
し
て
、
主
(
浮
い
だ
金
bw一
地
方
後
業
税
の
全
廃
に
充
つ
る
ご
せ
ん

=
 

に
、
号
は
不
都
合
な
る
結
果
を
生
や
る
。
第
一
に
は
減
税
の
趣
旨
に
戻
り
、
第
二
に
は
地
方
税

ω鱒
系
を
活
用
だ
す

か
ら
で
ゐ
る
。

ー
凡
そ
減
税
せ
ん
ご
せ
ば
、
枇
舎
の
ゐ
ら
ゆ
る
階
級
が
某
除
恵
を
受
〈
る
や
う
に
な
吉
ね
ば
な
ら
前
、
然
る
仁

修
業
杭
廃
止
の
除
恵
は
商
L
業
者
山
階
級
に
限
ら
れ
て
、
枇
合
一
般
に
及
ば
な
い
、
従
て
農
民
は
殆
ん
ど
何
等
減

税
せ
ら
れ
な
い
の
に
、
制
叫
曾
の
商
一
ム
業
者
の
み
減
税
せ
ら
れ
る
形
ご
な
る
。
農
民
が
不
一
公
品
・
な
る
彪
置
を
夜
戚
せ

や
し
て
巳
h
u

ぺ
語
で
な
い
、
是
れ
減
税
が
其
本
来
の
趣
旨
を
裏
切
る
-
、
正
、
な
も
所
以
で
ゐ
る
o

ヨ
現
行
地
方
税
制
は
、
所
得
税
地
租
鵬
首
業
枕
の
附
加
校
ご
、
戸
数
割
、
家
屋
校
、
修
業
税
、
雑
積
投
等
を
以
て

nt 

野
業
紐
陵
止
諭
を
許
ナ

(
第
五
磁
ゴ
二
)

七一泊

E

第
十
九
魯

論

大正「二年度地h財政概要 25頁 47頁1) 



時

論

静
業
時
騒
止
請
を
評
す

第
十
九
巻

(
第
五
腕
一
ニ
ニ
)

七
五
六

之
を
組
織
し
て
ゐ
る
、

所
請
人
税
己
物
税
ご
が
組
み
合
は
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o

そ
の
物
税
の
中
に
は
地
租
t

組
官
業
税
ご
が
調
立
し
て
ゐ
る
c

然
る
に
今
地
方
税
の
中

r
v
v酔
官
官
官

r官
官
町

rrudfぃ
f
、
山
明
智

V
V昨

立
が
失
は
れ
、
均
衡
が
取
れ
な
〈
な
る
、
是
れ
地
方
税

ω臨
系
を
打
も
設
は
す
も
の
で
あ
る
。

)

O

o

o

 

a
今
府
脱
税
に
就
て
之
を
考
ふ
る
に
、
農
村
古
都
合
ご
の
租
税
が
権
衡
を
失
す
る
こ
ご
、
な
る
。
農
村
は
所

得
税
附
加
税
、
品
汁
に
地
租
附
加
税
ご
戸
数
割
ご
を
以

τ府
腕
費
を
排
予
る
勉
め
に
貢
献
す
る
の
で
あ
る
が
、
都
曾

は
僅
に
所
得
税
附
加
枕
ご
家
屋
税
正
で
貢
献
す
る
に
過
ぎ
ぬ
o

然
る
に
所
得
税
の
附
加
枕
は
附
加
枕
の
制
限
が
厳

な
る
匁
め
、
小
額
り
牧
入
し
か
箭
ら
吉
凶
、
府
豚
税
正
し
て
大
な
る
牧
入
を
鷲
ら
す
も
の
は
戸
数
割
ご
地
租
ご
の

二
で
あ
る
、
其
戸
数
割
、
己
一
地
租
ご
は
殆
ん

y-農
相
の
負
援
に
か
、
る
も
の
で
め
る
o

都
品
目
仁
於
疋
は
多
く
戸
数
割

を
謀
せ
な
い
で
、
共
代

h
に
家
犀
税
を
謀

L
て
ゐ
る
。
中
部
尾
税
は
物
税
で
あ
っ
て
、
商
工
業
の
大
小
に
感
じ

τ課

税
せ
ら
る
、
も
の
で
な
い
、
従
っ
て
都
曾
は
府
係
費
の
負
携
に
就
て
力
相
膝
に
義
務
を
査
さ
ぬ
-
』
ご
、
な
る
。
関

税
に
於
て
般
に
農
村
正
都
合
ご
の
聞
に
負
擦
の
均
衡
を
失
っ
て
ゐ
る
の
に
、
地
方
税
じ
至
っ
て
夏
に
之
を
甚
し
〈

す
る
の
で
あ
る
、
是
札
税
制
の
整
理
で
な
〈
し
て
、
税
制
の
破
壊
で
あ
る
。

川
真
に
進
ん
で
粧
ず
げ

r
rに
就

τ子
ぜ
見
ん
に
、
大
都
舎
の
如
き
は
栂
々
の
私
経
済
的
事
業
を
経
笹
し
、

ぞ
れ
よ
b
多
〈
の
牧
入
を
得
る
が
斜
め
に
、
或
は
管
業
税
を
快
い
で
も
，
股
支
の
均
衡
を
得
る
こ
己
が
出
来
ゃ
う

が
、
中
都
市
位
に
至
つ
て
は
、
肱
官
業
枕
を
除
い
て
は
事
費
財
政
を
凌
理
す
る
ニ
ご
が
出
来
な
い
か
も
知
れ
向
。



鶴
都
市
に
於
て
は
英
市
民
た
る
商
工
業
者
が
其
都
市
の
経
費
を
支
排
す
る
の
義
務
を
負
ふ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

管
業
税
が
課
せ
ら
れ
ぬ
志
す
れ
ば
、
勢
ひ
岡
枕
地
租
の
附
加
税
や
府
腕
税
家
屋
税
の
附
加
税
や
所
得
税
附
加
校
等

を
重
〈
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
所
で
都
市
に
於
げ
る
土
地
家
屋
の
所
有
者
は
必
十
し
も
商
工
業
者
芭
し
て
カ
の
強
き
も

の
で
な
い
¥
故
に
北
(
携
税
カ
に
限
与
が
あ
る
、
従
て
是
等
の
附
加
税
に
て
は
幾
何
の
枚
入
を
も
賛
ら
し
得
F
る
こ

正
、
な
ら
う
。
是
に
於
て
管
業
税
は
廃
止
す
る
も
之
に
代
る
べ
き
商
工
業
者
の
殺
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
泊
。
然

ら
ぎ
れ
ば
財
政
を
獲
理
す
る
こ
ご
が
出
来
な
い
で
ゐ
ら
う
。

以
上
は
地
方
費
の
大
制
減
が
出
来
て
・
主
一
浮
い
た
金
で
地
方
管
業
枕
廃
止
に
充
て
る
ご
い
ふ
立
場
か
ら
論

。
。
。
。

じ
た
の
で
ゐ
る
。
私
は
地
方
費
の
大
削
減
が
出
来
る
か
否
か
を
論
じ
て
ゐ
な
い
が
、
限
定
論
ご
し
て
は
大
制
械
が

。
。
。
。
。
。

出
来
な

ν
場
合
を
も
考
へ
て
見
ね
ば
な
ら
詞
o
若
し
地
方
費
の
大
削
減
が
出
来
な
い
に
拘
ら
守
、
地
方
営
業
税
を

臨
服
す
る
ご
せ
ば
、

そ
こ
に
地
方
財
政
の
上
に
不
足
を
生
中
品
。
其
不
足
は
如
何
仁
し
て
之
を
補
填
す
る
か
ご
V

よ

に
、
府
脱
税
ご

L
て
は
地
租
附
加
校
、
所
得
税
附
加
税
、
戸
数
割
、
離
脱
関
税
、
家
屋
税
等
を
堆
徴
す
る
よ
め
外
な

い
、
き
う
す
る
さ
結
果
に
於
て
都
舎
の
負
擦
が
減
じ

τ農
村
の
負
擦
が
増
す
こ
さ
に
な
る
。

き
な
き
だ
に
、

者匹
昌E

の
問
に
、
不
公
平
が
存
し

τゐ
る
の
に
、
之
に
よ
り
て
、
不
会
一
中
は
一
具
に
甚
し
〈
な
る
露
で
あ
る
。
ぞ
れ
が
概
端

に
な
る
ご
、
ど
号

L
て
も
這
っ
て
行
け
な
〈
な
る
、
管
業
枕
に
代
は
る
税
を
起
き
な
け
れ
ば
な
ら
白
こ
正
、
な
ら

。
。
。
。

う
。
此
結
論
は
都
市
の
税
ご
[
て
は
得
一
層
強
〈
な
る
、
都
市
財
政
の
不
足
を
所
得
税
宅
地
租
家
屋
税
等
の
附
加

時

諭

持
業
時
陵
止
論
を
評
す

第
I
九
巻

(
第
五
競

一
) 

七
五
七



時

目前

七
五
八

第
十
九
容

騨
副
業
枇
瞭
止
論
を
許
す

(
第
五
披

四
) 

殺
を
以
て
支
併
せ
ん
ご
す
る
も
、
府
同
制
税
の
場
令
に
於
け
る
よ
り
も
更
に
困
難
ぜ
な
っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。

地
方
税
陵
止
め
手
績

貸
業
同
士
山
舎
は
図
校
管
業
税
法
廃
止
泊
予
ぜ
提
出
し
た
る
に
止
ま
り
、
地
方
税
替
業
税
の
廃
止
を
希
望
し
て

ゐ
る
に
拘
ら
守
、

そ
れ
に
就
て
は
何
等
の
手
続
金
践
ま
な
か
っ

h
o
地
方
税
営
業
税
廃
止
の
こ
ご
は
地
方
感
地
方

議命日

ω関
係
す
る
こ
ご
で
の
っ
て
、
帝
閣
議
曾
の
干
奥
す
る
所
で
な
い
ご
信
じ
て
ゐ
た
ら
し
い
、
武
藤
氏
は
此
貼

に
開

L
、
私
の
明
間
に
答
て
充
の
如
く
、
述
べ
す
一
ゐ
る
o

地
方
税
ト
シ
テ
静
止
草
枕
ト
一
耳

y
モ
ノ
山
厩
ラ
ナ
イ
ヤ
ゥ
=
ス
ル
ノ
ガ
吾
々
ノ
希
望
日
ア
ア
リ
マ
男
、
其
地
方
一
一
於
ケ
ル
片
隅
陥
ハ
地
方
一
一
於
テ
地
方
ノ

財
政
ノ
局
一
一
自
レ
ル
岱
局
者
、
及
ソ
L

一
一
事
典
セ
ラ
レ
ル
点
法
者
ノ
方
一
一
品
川
考
ヲ
制
ヒ
タ
イ

1
思
ヒ
マ
ス
。

又
日
く

私
ハ
噌
A
0
1

ノ
ヤ
ウ
ナ
知
一
一
付
ア
円
共
府
牒
A
W
H

若
ク
ハ
市
町
村
令
」
ア
考
フ
ベ
キ
問
題
ヂ
ア
ツ
テ
、
帝
幽
議
脅
ト
シ
テ
地
方
ノ
雑
種
枕
ノ
ヨ
ト
品
川
刊
テ

ハ
一
々
考
慮
ノ
中
一
一
入
レ
ナ
イ
、
私
ρ
斯
ウ
一
民
フ
コ
ト
ハ
帝
閣
議
官
ノ
馳
務
テ
ナ
イ
ト
考
ヘ
ル
、
併
シ
斯
ウ
五
フ
事
ρ
倍
程
研
#
一
フ
袈
ス
ル
コ
ト
、

思
ヒ
マ
ス
カ
ラ
遁
協
ノ
機
合
=
於
テ
先
生
ノ
数
ヲ
乞
ヒ
吾
々
ガ
設
ツ
テ
居
ル
所
ハ
之
ヲ
是
正
ス
ル
一
一
快
シ
テ
時
踏
λ

ル
モ
ノ
デ
ム
ア
イ
ト
云
フ
J

ト
ヲ

2
 

申
上
グ
テ
世
キ
マ
ス
。

成
松
地
方
営
業
税
や
綿
穏
枕
の
中
で
如
何
な
る
も
の
を
新
に
起
L
如
何
な
る
も
の
を
康
せ
ん
か
ご
い
ふ
こ
ご

は
、
地
庁
嘗
局
者
地
方
議
曾
の
定
む
る
所
に
依
る
の
で
め
る
o

が
併
し
乍
ら
地
方
税
ご
し

t
轡
業
税
ご
か
雑
府
税

ご
か
い
ふ
も
の
を
存
寸
る
か
廃
す
る
か
芭
レ
ふ
己
主
つ
て
は
接
待
の
枚
様
を
必
要
ご
す
る

ωで
、
正
し
〈
帝
国
議

前掲委員1'i':議録第四回目頁

同上 12頁

1) 

2) 



曾
の
職
務
Z
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

地
方
器
業
税
や
雑
稲
税
の
法
律
的
根
擦
は
二
つ
め
る
、
立
二
は
地
方
税
規
則
で
ゐ
っ
て
、
其
二
は
府
服
制
市
町

村
制
で
あ
る
、
是
が
故
に
地
方
税
ご
仁
ザ
し
の
修
業
枕
を
ふ
{
践
し
ゃ
う
こ
恩
へ
ば
此
二
の
根
捺
法
を
改
め
ね
ば
な
ら

n 
0 

。
。
。
。
。

地
方
税
規
則
は
明
治
十
三
年
四
月
八
日
太
政
官
布
告
第
十
六
銃
に
依
っ
て
後
布
せ
ら
れ
、
爾
来
今
日
に
至

る
迄
殺
力
を
持
っ
て
ゐ
る
。
共
規
則
の
中
に
は
、
府
販
が
、
帆
官
業
枕
な
ふ
り
、
伴
時
間
枕
な
h
eぜ
課
す
る
こ
ご
が
出
来

る
古
規
定
し
て
ゐ
る
o

是
れ
賞
に
府
憾
の
管
業
税
雑
碕
税
に
闘
す
る
立
法
権
の
紋
様
で
あ
る
。
此
地
方
税
規
則
は

憲
法
が
後
布
せ
ら
れ
た
後
に
於
て
も
致
カ
を
総
め
ら
れ
、
此
規
則
を
改
正
す
る
に
も
法
律
を
以
て
し
て
ゐ
た
の
で

あ
る
o

明
治
四
十
一
年
二
月
法
律
二
時
怖
を
以
て
府
附
抑
制
の
改
正
せ
ら
る
、
に
及
ん
で
、
「
明
治
二
十
三
年
法
律
第
入

十
八
紘
府
膝
枕
徴
収
法
及
地
方
税
に
関
す
る
従
前
の
規
定
は
此
の
法
律
に
依
h
同
盟
一
見
し
た
る
も
の
を
除
〈
外
勅
令

を
以
て
別
段
の
規
定
を
設
〈
る
迄
其
効
力
を
有
す
」
(
弟
一
凹
一
能
)

る
司
】
己
、
な
り
、
地
方
税
規
則
は
勅
令
を
以
て

改
康
せ
ら
れ
、
法
律
令
一
以
て
改
廃
す
る
を
要
せ
ぬ
ゃ
う
で
あ
る
が
、
法
律
論
ご
し
て
国
税
附
営
業
税
法
を
廃
止
し
た

か
ら
ご
て
地
方
傍
業
税
を
廃
止
す
る
趣
旨
Z
も
解
す
る
こ
ど
が
出
来
ぬ
以
上
、
政
府
が
劫
ム
ザ
を
以
て
地
方
税
規
則

を
改
正
{
地
方
税
ご
し
て
の
営
業
税
を
諜
し
得
古
る
や
う
に
改
む
る
こ
ご
を
期
待
す
る
誇
に
行
h
r
m
H
Q

況
ん
や
現

内
閣
は
、
笹
業
税
底
止
に
反
劃
し
て
ゐ
る
に
於

τを
や
で
あ
る
、

ぞ
こ
で
買
業
同
士
山
命
日
が
地
方
修
一
業
枕
を
廃
止

L

同

古市

替
業
桔
昨
問
止
請
を
評
ナ

第
十
八
巷

(
第
五
銃
一
二
五
)

七
五
九



訪市

替
業
枕
殴
止
論
を
静
す

第
十
九
巻

(
第
五
挽
二
一
六
)

士
式
。

ゃ
う
ご
し
て
も
、
園
税
営
業
税
法
廃
止
法
律
案
を
提
出
し
た

rり
で
は
其
目
的
を
迭
す
る
こ
ご
が
出
来
ま
い
。
蓋

し
政
府
蛍
局
者
が
地
方
営
業
殺
の
廃
止
を
断
行
し
得
ざ
る
理
由
が
あ
る
、
其
一
は
政
策
上
の
理
由
で
あ
る
、
地
方

修
業
枕
を
厳
止
す
れ
ば
、
地
方
財
政
が
遣
っ
て
行
け
な
い
こ
吉
、
な
る
か
ら
で
あ
る
の
其
二
は
法
律
上
の
理
由

で
、
政
府
は
似
令
政
策
上
賛
成
し
て
も
法
律
が
改
ま
っ
て
来
な
レ
限
り
之
を
断
行
す
る
ニ
ご
が
出
来
瓜
か
ら
で
ゐ

る
o

其
法
律
ご
い
ふ
は
府
綴
制
で
あ
る
。

。
。
。

現
行
府
総
制
は
法
律
を
以
て
地
方
管
業
税
の
根
擦
を
示
し
て
ゐ
る
o

目
く
「
府
腕
内
に
住
所
を
有
せ
や
又

は
三
ヶ
月
以
上
滞
在
す
る
こ
ご
な
し
ご
雄
ど
も
府
間
相
内
に
於

τ土
地
家
屋
物
件
を
所
有
し
使
用
し
又
は
占
有
し
又

は
鋒
業
所
を
定
め
て
営
業
を
怨
1
又
は
府
豚
内
に
於
て
特
定
の
行
錯
を
匁
す
者
は
其
土
地
家
屋
物
件
管
業
若
は
其

。
。
。
。
。

枚
入
に
艶
し
又
は
行
潟
に
劃
し

τ賦
課
す
る
府
牒
税
を
納
む
る
義
務
を
負
ふ
」
(
第
百
六
時
)
吉
、
市
制
町
村
制
の
中

に
も
之
ご
同
じ
様
な
規
定
が
存
し

τゐ
る
、
(
市
制
二
免
除
、
町
村
制
九
九
時
)
O

是
に
由
て
之
を
観
れ
ば
、
府
脇
市
町
村

は
地
方
校
正
し
て
帥
営
業
税
を
諜
す
る
権
能
を
有
っ
て
ゐ
る
、
此
機
能
は
政
府
Z
維
ど
も
勅
ム
ザ
を
以
て
之
を
奪
ふ
こ

ご
が
出
来
ぬ
。
是
が
故
に
府
同
開
制
市
制
町
村
制
の
此
俊
文
を
改
め
な
い
w

限
h
、
地
方
修
業
殺
を
摩
止
す
る
唱
』
ご
が

出
来
品
。
然
る
に
此
府
牒
制
市
制
町
村
制
の
僚
文
を
改
む
る
こ

Z
は
、
帝
同
議
曾
の
機
能
に
麗
し
、
地
方
嘗
局
者

及
地
方
議
曾
の
能
く
す
る
所
で
は
無
い
。

以
上
論
す
る
所
を
以
て
す
れ
ば
、
買
業
同
士
山
曾
が
地
方
管
業
税
を
勝
止
す
る
の
希
望
を
有
っ
て
ゐ
る
仁

L
て



も
、
地
方
帥
営
業
殺
の
根
抽
再
三
な
っ
て
ゐ
る
法
の
改
正
を
企
て
脅
さ
る
限
り
、
主
(
希
護
を
達
す
る
こ
さ
が
出
来
ぬ
ぜ
断

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

0

0

0

0

0

0

 

四
更
に
進
ん
で
諭
す
れ
ば
、
地
方
税
修
業
税
の
廃
止
に
閲
す
る
手
績
を
践
ま
F
る
以
上
は
、
園
枝
替
業
校
を

の

0

0

6

0

0

。
。
。
。
。
。
。
0

0

0

0

c

c

o

c

o

o

o
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o

o

i

o

o

c

o

o

c

。
。
。
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C
1
0
0

政
止

L
て
も
‘
従
来
の
国
税
傍
業
税
が
地
方
税
Z
な
っ
て
現
は
れ
、
宅
も
其
目
的
を
達
す
る
こ
之
が
出
来
な
い
ニ

三
、
も
な
ら
う
。

前
に
も
述
、
へ
た
遁
h
、
府
腕
市
町
村
は
営
業
税
を
課
す
る
権
能
を
有
っ

τ
ゐ
る
、
現
行
国
税
修
業
税
法
が
存
す

る
聞
は
物
品
販
頁
菜
、
銀
行
業
、
保
険
業
、
無
議
菜
、
金
銭
貸
付
業
、
物
日
間
貸
付
菜
、
製
造
業
、
運
送
業
、
倉
庫

業
、
運
河
業
、
桟
橋
業
、
般
舶
碇
繋
場
業
、
貨
物
陸
揚
場
業
、
鋪
道
菜
、
請
負
業
、
印
刷
業
、
出
版
業
、
お
異
業
、

府
貸
菜
、
旅
人
宿
菜
、
料
理
府
菜
、
周
旋
業
、
代
理
業
、
仲
立
業
、
問
屋
菜
、
信
託
業
の
二
十
六
研
に
劃
し

τは、

。。

原
則
ご

L
て
地
方
傍
業
税
を
課
す
る
こ
ご
が
出
来
泊
。
唯
例
外
己
し
て
、
第
一
に
一
定
の
庇
傭
其
他
の
笹
業
場
に

依
ら
な
い
で
、
物
品
の
販
責
を
な
し
、
令
銭
若
は
物
日
間
の
貸
付
を
な
[
、
又
は
製
迭
を
な
す
者
に
劃
し
て
、
地
方

営
業
枕
を
課
す
る
こ
さ
が
出
来
、
・
第
二
に
兎
税
効
以
下
の
轡
業
(
物
品
販
責
業
に
於
て
、
一
筒
年
の
寅
上
金
高
式
千

国
未
満
の
も
の
、
金
銭
貸
付
業
及
物
品
貸
付
業
に
於
T
、
還
特
資
本
金
千
固
未
満
の
も
の
、
製
造
業
に
於

t
、
交

本
金
制
四
千
回
未
満
の
も
の
、
又
は
職
工
勢
働
者
を
通
じ
て
三
人
以
上
主
使
用
せ
ぎ
る
も
の
、
運
途
菜
、
印
刷
業
、

出
版
菜
、
お
異
業
仁
於
て
、
従
業
者
三
人
以
上
を
使
用
せ
ゴ
る
も
の
、
請
負
業
に
於
て
、
請
負
金
額
一
筒
年
式
千

見与

論

替
業
税
底
止
論
を
評
す

第
十
九
巻

(
第
五
披
一
二
七
)

七
六
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替
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論

国
未
満
の
も
の
、
席
貸
業
に
於
て
、
時
地
物
賃
貸
開
明
治
百
聞
未
満
の
も

ω、
施
人
宿
菜
、
料
理
業
に
於
て
修
業
者
三

人
以
上
を
使
加
せ

5
る
も
の
、
周
旋
菜
、
代
理
業
、
仲
立
業
、
問
屋
業
、
信
託
業
に
於

τ、

百
回
未
満
の
も
の
)
に
調

L
て
地
方
曲
目
業
殺
を
課
す
る
こ

Z
が
出
来
る
の
み
で
ゐ
る
。
所
で
今
此
闘
税
替
業
税
法

が
摩
止
せ
ら
れ
る
ご
す
れ
ば
、
止
に
掲
げ
た
二
十
六
積
の
替
業
に
治
し
て
は
、
従
来
例
外
三
し
て
課
し
て
ゐ
た

一
筒
年
報
償
金
額
或

も
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
自
民
に
原
別
言
し
て
一
般
に
説
税
す
る
こ
ご
が
出
来
る
。
葦
L
今
日
地
方
管
業
税
が
小
商

工
業
に
艶
し
て
課
せ
ら
れ
て
ゐ
た
所
以
は
、
図
枕
営
業
枕
M
Y

大
商
工
業
を
謀
枕
ご
し
て
伶
す
所
が
な
い
炉
ら
で
あ

る
。
今
岡
税
比
百
業
税
法
が
底
止
せ
ら
れ
る
ご
せ
ば
、
地
方
仲
営
業
的
碩
類
及
規
模
に
闘
し
径
業
税
賦
認
に
劃
す
る
制

限
が
な
く
な
る
の
で
あ
一
る
か
ら
、
府
脇
市
町
村
は
地
方
問
営
業
校
を
叩
附
す
る
機
能
に
依
b
、
大
商
工
業
に
課
す
る
こ

古
が
出
来
る
の
で
あ
る
o

勿
論
国
税
設
業
税
法
が
蕨
せ
ら
れ
た
以
上
は
、
府
腕
市
町
村
は
現
行
管
業
税
法
の
定
む

る
が
如
き
課
税
標
準
に
依
る
を
要
せ
守
、
勝
手
に
課
税
楳
準
を
定
め

τ可
い
、
従
て
此
営
業
税
賦
謀
方
法
は
今
日
ご

は
異
b
、
各
府
同
腕
に
依
り
て
匝
々
ご
な
っ
て
来
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
大
商
工
業
に
修
業
税
を
賦
課
す
る
に
至
る
こ

ご
は
殆
け
と
疑
を
容
れ
ぬ
。
或
は
之
を
地
方
税
に
復
顕
す
る
も
の
で
ゐ
る
ご
謂
っ
て
も
可
い
が
、
或
は
之
を
園
税
偉

業
殺
の
地
方
委
譲
ご
調
っ
て
も
可
い
o

地
方
税
へ
の
復
蹴
己
い
ふ
は
、
明
治
二
十
九
年
以
前
の
地
方
管
業
税
が
其

俄
復
活
す
る
ご
い
ふ
義
で
な
い
、
間
官
業
殺
が
図
税
で
な
〈
地
方
税
で
ゐ
る
ご
い
ふ
制
陪
却
の
復
活
に
過
ぎ
ぬ
。
替
業

税
の
地
方
委
譲
正
い
ム
は
、
今
日
の
管
業
税
胤
政
方
法
が
改
め
ら
れ
な
い
で
、
闘
税
よ
り
地
方
税
に
移
る
ご
い
u

ふ

義
に
あ
ら
守
し
て
、
国
税
営
業
税
'
M
4

謀
せ
ら
れ
た
る
帥
営
業
が
地
方
税
を
訊
せ
ら
る
、
仁
至
る
ご
い
1

ふ
の
で
あ
る
o

拙著投制整理論 440-44I頁1) 



呆
し
て
然
ら
ば
、
貸
業
同
志
舎
の
所
期
す
る
目
的
は
之
を
淫
す
る
こ
ご
が
出
来
品
吉
断
壱
ね
ば
な
ら
泊
。

第

最古

論

以
上
論
争
る
所
に
依
っ
て
之
を
削
削
れ
ば
・
質
業
同
士
山
曾

ω管
業
税
厳
止
論
は
、
主
ご
し
て
物
品
販
資
業
の
頁
上

金
高
を
課
税
標
準
ご
す
る
も
の
ぞ
眼
中
に
し
て
立
論
じ
、
三
旦
課
税
、
特
嫁
説
、
行
筋
枕
説
、
労
働
税
説
、
産
業

阻
害
説
、
思
想
問
題
話
、
沼
草
的
理
由
等
を
以
て
論
懐
古
し
て
ゐ
る
け
&
れ
ど
も
、
皆
管
業
税
底
止
の
理
由
=
す
る

に
足
ら
ぬ
o

其
二
重
税
設
は
在
接
税
龍
系

ω根
本
理
論
を
諜
解
す
る
も
の
で
あ
句
、
鱒
嫁
説
、
行
得
税
設
、
勢
働

校
設
は
盟
百
業
税

ω本
質
を
誤
解
す
る
も
の
で
ゐ
り
、
時
嫁
設
は
産
業
阻
害
訴
井
に
行
免
税
設
ご
矛
盾
し
、
恩
想
問

題
設
は
却
て
偉
業
税
廃
止
運
動
の
非
を
鳴
ら
す
ニ
ご
、
な
り
、
治
草
的
理
由
は
事
賓
に
戻
b
、
皐
理
上
競
っ
て
ゐ

る
。
加
之
国
税
偉
業
税
を
底
止
す
る
の
結
呆
は
直
接
税
の
醐
閥
系
を
崩
し
、
一
見
に
地
方
脱
営
業
税
を
耐
底
止
す
る
の
結
果

は
地
・
万
税
の
煙
系
を
崩
す
こ
芝
、
な
る
が
故
に
、
到
底
之
を
行
ふ
こ
己
が
出
来
ぬ
。
若
し
之
を
賀
行
せ
ん
ご
せ

ば
、
税
制
轄
理
ご
h
w

ふ
立
場
よ
h
J
少
〈
ご
も
地
租
ご
の
権
衡
h
a
考
慮
し
、
之
を
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
地
視
轄
減

俸
業
税
金
廃
ご
い
ふ
が
如
き
主
張
は
、
税
制
整
理
論
の
慢
を
刷
局
主
ぬ
。
寅
業
同
志
舎
の
此
主
張
は
商
エ
業
陥
絞
の

利
益
妄
困
る
に
急
に
し

τ、
農
民

ω利
盆
を
顧
慮
せ
な
い
γ
Z
評
せ
ら
れ
で
も
続
解
の
鮮
な
か
る
べ
〈
、
漫
に
郡
部

の
聞
に
於
げ
る
階
級
闘
争
を
煽
る
こ
己
、
な
る
で
あ
ら
う
。
是
れ
質
仁
邦
家
の
骨
岬
に
慶
す
べ
き
こ
芭
で
な
い
、
切

に
質
業
同
志
舎
の
自
重
を
祈
ら
5
る
を
得
古
る
次
第
で
ゐ
る
。

時

諭

替
業
時
底
止
論
を
許
す

第
十
九
巻

(
第
五
貌
二
一
九
)

じ
六


